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ドイツにおける環境分野の教育と
人材確保の好循環を支える環境ボランティア研修制度

　

藤井　徳子
富山福祉短期大学幼児教育学科

（2017.10.31受稿，2017.11.17受理）

要旨
ドイツでは国の制度としてボランティア活動や社会奉仕活動が広く実施されている。それらのひとつで

ある環境ボランティア研修制度は、若者の環境意識を高め、キャリア教育や職業訓練としても機能してい
る。さらにこの制度によって環境分野の人材が確保され、学校教育と実社会の相互を補完する効果を生み
出している。

このような制度は現在の日本社会にとって参考にするべき重要なモデルであると言える。例えば、「高
校から大学」「学校教育からから実社会」などの移行期に十分な情報をもたずに偏差値やイメージによっ
て進路を決めてしまうことがあり、職業選択の幅を狭め社会的な人材の偏りを生じさせている。特に、福
祉分野の人材不足は深刻である。上記のような制度によって日本の若者の就業における課題に何らかの改
善策を提示することが期待できる。

本稿ではその環境ボランティア研修制度 FÖJ（Freiwilliges Ökologisches Jahr）について詳しく述べ、
本制度がドイツの中等教育から大学入学にかけての若者の職業観醸成の基礎となっていることを示す。

キーワード：学生ボランティア　研修制度　職業訓練　環境教育　人材育成

1．はじめに
環境先進国といわれるドイツでは、園舎を持た

ず毎日森のなかで子どもたちが活動する「森の幼
稚園」がドイツ全土に広がり、環境教育もさまざ
まな場で盛んに行われている。現場を担う環境
NPO も組織の構造がしっかりしており、資金力
も人材も豊かで、例えばドイツの2 大環境 NPO
の一つであるドイツ環境自然保護連盟（BUND）
は会員数 48 万人、年間収益は21 億円。どの地
域でも人口の1% がどこかの環境 NPO の会員に
なっているといわれる。ドイツの学生たちは自
然保護活動や環境保全活動のボランティアにも
非常に熱心で、彼らはどこの自然保護団体や環
境 NPO に行っても必ず活躍している。日本では
福祉や環境分野の人材確保や資金調達はいつも
大きな課題であり、ドイツの状況は羨ましいか
ぎりであるが、実はそこではある制度が非常に
うまく機能している。それは、国として環境ボ
ランティア活動の実践の機会を若い世代に与え
る「環境ボランティア研修制度 FÖJ, Freiwilliges 
Ökologisches Jahr」である。

2．ドイツのボランティア制度
2．1　兵役拒否者への代替役務制度 ZDG

ドイツには連邦が定める3 つのボランティア制
度がある（表 1）。ドイツでは社会奉仕活動やボ
ランティア活動を指す統一された用語がなく、こ
こでいう「ボランティア制度」も、日本でボラン
ティアと聞いてイメージする「無償奉仕」のよう
な意味合いはない。ドイツでは1956 年に徴兵制
度が導入され、満 18 歳以上の男子は兵役に就か
なければならなくなった。ただし、良心上の理由
から兵役を拒否する権利も認められており、兵役
拒否者は代替役務として病院や保育施設、障がい
者施設、老人ホームなどで働くことによって兵役
を拒否することができる。我が子がドイツ滞在中
に通っていた幼稚園にも若い学生のような男子ス
タッフがいた。園庭の手入れをしたり、園児の給
食を運搬したり、ちょっとした子どもたちの世話
などをしていて、兵役に行く替わりに幼稚園で勤
務しているとのことであった。このような兵役拒
否者への代替役務制度 ZDG（Zivildienstgesetz）
によって、兵役を拒否する若者は年々増加し、兵
役に就く若者はわずか13% となり、兵役を拒否し
た年間約 9 万人もの青年たちはドイツの福祉現場
を支える重要な担い手となっていた。そのため、

ドイツにおける環境分野の教育と
人材確保の好循環を支える環境ボランティア研修制度

1

共　創　福　祉（2017）
第 12巻 第 2号 1～6

（研究報告）



表 1　ドイツ連邦政府が制定したボランティア制度の概要
制　　度 施　行 所管 期　　間 活動分野 福利厚生 対　　象

環境ボランティア研修制度
FÖJ

（Freiwilliges Ökologisches Jahr）
1996～ 州 連続 6 ケ月～１年間

（25 日間の研修を含む）
環境
自然
教育

有償 16～27 才
1 度限り

社会福祉ボランティア研修制度
FSJ

Freiwilliges Soziales Jahr）
1950～ 州 連続 6 ケ月～１年間

（25 日間の研修を含む）
医療
福祉 有償 16～27 才

1 度限り

兵役拒否者への代替役務
ZDG

（Zivildienstgesetz）

1960
～2011

（停止中）
連邦 6 か月 医療

福祉 有償 満 18 才以上
男子一度限り

連邦ボランティア制度
BFD

（Bundesfreiwilligendienst）
2011～ 連邦 1 年間

週 20 時間以上
医療
福祉 有償

満 18 才以上
5 年以上空けば

何度でも可

FÖJ事務局

研修生受入れ先

選考・
認定

募集・
マッチング面接・

採用・全体研修

研修・住居・食事・
小遣い・社会保険

応募
研修プログラム

の提案

労働力

連邦・州

研修費等
負担

図2 FÖJ体制図 2　FÖJ 体制図 1　FÖJ ロゴマーク

茎はFÖJ 研修制度、種は研
修生を表し、種が飛んで各
地で環境活動が芽吹くように
との願いが込められている。

冷戦が終結し軍縮が進んだおかげで2011 年に徴
兵制が廃止（合わせてZDG も廃止）されること
になると、たちまち福祉現場が人材不足に陥った
というのも皮肉な話である。詳細はここでは触
れないが、2011 年以降 ZDG に代わる医療・福祉
の人材不足を補うために連邦ボランティア制度
BFD（Bundesfreiwilligendienst）が新たに導入さ
れたが、それでも福祉施設や老人施設、病院など
は人手不足という現状である。

2．2　社会福祉ボランティア研修制度 FSJ
社 会 福 祉 ボ ラ ン テ ィ ア 研 修 制 度 FSJ

（FreiwilligesSoziales Jahr）は若者のボランティ
ア精神を育成することを目的に1950 年に導入さ
れた。当初は女性の応募が圧倒的に多かったが、
兵役拒否の代替役務としてFSJ に参画することが
義務づけられたことで男性参加が増えていった。
その後環境問題に対する意識が高まった結果、
1996 年に環境ボランティア研修制度 FÖJ が成立
した。2002 年からはFSJ と同様にFÖJ も兵役拒
否の代替役務として加えられたので男子研修生が
増え、今ではFÖJ 研修生は男女ほぼ同数となっ
ている。

2．3　環境ボランティア研修制度 FÖJ
環境ボランティア研修制度 FÖJ は、義務教育

を修了した16 歳から26 歳までの若者なら誰でも
志願することができ、1 年間（最低 6 か月最長 18
か月）にわたって、研修生は自然保護や環境に関
する現場で実務につき、実践研修を受けながら将
来自分のやりたい仕事を見極めることができるも
のである。図 1 はFÖJ のロゴマークであり、制
度の発展の願いが込められている。FÖJ 研修生
受け入れの流れは図 2 のようになっている。受入
れを希望する農家や環境 NPO などの団体は、1
年間の研修プログラムをFÖJ 事務局に提案する。
事務局は研修プログラムを審査・選考する。認
定されたプログラムは事務局 HP や学校訪問など
で広報され、学生は興味のあるプログラムに志願
する。事務局が学生と面接し、マッチングした研
修先での数日間の実習を経て、正式に研修生と
して採用される。1 年の研修期間にかかる一切の
経費は、連邦、州、研修先が負担する。期間中

「給料」は出ないが、「小遣い」として月 150 ユー
ロ（約 20000 円）が支給される。住居や食事も提
供され、社会保障完備（社会保険料免除、有給
休暇 24 日等）という手厚さである。州によって
多少の違いはあるが、ヘッセン州では、研修生
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図 3　FÖJ 事務局のMs.Steinweg

図 4　ヘッセン州野鳥保護センター
（スタッフによる森のガイドの様子）

1 人につき連邦が200 ユーロ、ヘッセン州が140
ユーロ、研修先が社会保険料として236 ユーロを
負担している。合わせて月 576 ユーロ（約 75000
円）。社会がここまでお金を使って環境分野に関
心のある若者を育成しようとしているのである。

研修といってもその中身は、実技や実務といっ
た、いわゆる現場での仕事そのものである。FÖJ
事務局はヘッセン州には3 か所（ドイツ全体で
50 か所）あり、2012 年度は130 名（ドイツ全体
では2770 名）の研修生を受け入れている。受入
れ先としては、農家、園芸家、養蜂家、森林管
理事務所、博物館、森の幼稚園、自然環境保護
団体、官公庁自然保護課、環境技術組織（省エ
ネ技術団体、再生可能エネルギー団体等）、動物
園、環境研究機関など多種多様な研修先が用意さ
れている。研修場所も、州内だけでなく、フラン
スやベルギーなど海外で行うケースもある。例
えば、ヘッセン州野鳥保護センターの研修生は、
センターで飼育している鳥類の世話、計測、プロ
グラムの企画・準備（子ども向けプログラムとし
て森でお誕生会を開催する企画は人気がある）な
どの仕事をしていた。また受入れ先での研修に加
えて、期間中にFÖJ 事務局が企画運営する年 5
回（合計 25 日間）の研修があり、これにはその
年のFÖJ 研修生全員が集い、集団の中で自らの

役割を見つけ、他人への貢献を実感できるような
内容の研修がワークショップ形式で行われる。環
境分野に関心を持つ同世代の若者同士の交流とい
う意味でも、大変有意義な研修となっているそう
である。（図 3）

では研修受入れ先のメリットとしては何があ
るのか。ヘッセン州では、受入れ先は、FÖJ 事
務局への支払い419 ユーロと研修生の社会保険
料 236 ユーロ、合わせて月 655 ユーロ（約 85000
円）を負担しなければならない。そのうえ、手取
り足取り研修生に仕事を教えなくてはならない。
しかし若くて優秀な学生たちなら1 ～ 2 か月もす
ると仕事を覚え、いろいろと仕事を任せられるよ
うになる。ヘッセン州野鳥保護センターを視察で
訪問した際も、研修生が案内してくれたが、問題
なく慣れた様子でセンター内や周辺の森を生き生
きとガイドしてくれた（図 4）。つまり給料より
も安い研修経費で労働力を確保できるといえる。
また環境教育を活動目的としている環境 NPO に
とっては、FÖJ で研修生を教育することで、そも
そもの目的が達成できるのである。ほかにも「研
修生が新しい考え方やアイディアを持ち込んでく
れることがある」「研修生を受け入れることによ
り新しい気づきがある」「組織が活性化する」「将
来就職先として戻ってきてくれる」など、受入れ
側にとっても非常に多くのメリットがある。

さらに強調したいことは、FÖJ に志願する学
生の多くが、ギムナジウムの卒業生つまり大学進
学コースの学生ということである。ドイツは州
ごとに学校制度が異なるが、一般に小学校は4 年
生までで、4 年生終了時に3 種類の中等教育の中
から進学先を1 つ選ぶ。大学入学資格を得るため
には、そのうちの1 つである8 年制のギムナジウ
ムに行かなければならない（ギムナジウム進学率
40%、大学進学率 27%（2009 年））。大学受験制
度も日本と異なり、アビトゥア（Abitur）という
共通一次試験の点数にギムナジウムの成績を組み
合わせたアビツォイクニス（Abi Zeugnis）の点
数によって入学できる大学が決まる。人気のある
大学や学部ほどアビツォイクニスで高い点数が必
要になる。ただしアビツォイクニスの点数には有
効期限がないので、ドイツの高校生はギムナジウ
ム卒業後すぐに大学進学せず、ギャップイヤーと
して世界中を旅行したり、職業についたり、FSJ
やFÖJ で研修したりする。このように一度世の
中にでて、自分がやりたい仕事は何か、どんな仕
事が向いているのか、何を勉強したいのか、よく
考えてから大学に進学する学生が多い。ギャップ
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人材不足

資金不足

図5 課題の相互補完

知識不足
経験不足
自分の適性？
何がやりたい？

学生の課題
福祉・環境分野
現場の課題 学生にとって：

職業訓練
職業適性を知る
大学入試得点加算
就職時にプラス評価

現場にとって：
人材育成・確保
人件費削減

WIN WIN：相互補完

図 5　課題の相互補完

図 6  ドイツのプレーパーク（放課後学童施設）

写真 1　馬など家畜の世話

写真 3　焚き火スペース

写真 2　廃材で家づくり

写真 4　自転車修理小屋

イヤーは一見回り道のようだが、1 年（長ければ
数年）にわたって実社会で経験できることはその
後の進路選択を確かなものとしてくれることだろ
う。日本では18 歳でまだ世間も自分の適性もよ
くわからないまま偏差値を頼りに専攻を決める学
生も多く、その結果後々進路や就職してから迷う
ことになってしまっているのではないだろうか。

このようにFSJ やFÖJ で自分が興味のある分
野の仕事を自己負担ゼロで1 年間経験できること
は、大学進学前に自分の将来とじっくり向き合え
るという意味でとても大きな意義がある。そして
メリットは実はそれだけではない。FSJ やFÖJ に
参加したことが大学進学時に有利に評価され（ア
ビツォイクニスに加点）、また就職時にもプラス
評価が得られる。このようなことからも、FSJ や
FÖJ 研修を志願する学生は多く、地域や職種に

よっても異なるが毎年募集される研修生枠に対し
て3～6 倍の応募がある。つまりFSJ やFÖJ はボ
ランティア活動の機会でありつつも、若者が将来
の職業の適性について考えたり、職業上必要な知
識や技術を習得したりする職業訓練的な意味合い
も大きいのである。

3．相互補完
このようにドイツのボランティア研修制度は、

青年たちへの福祉・環境教育、職業訓練、福祉・
環境分野の人材育成というさまざまな側面を持
ち、政策としての有効性も高いものである（図
5）。課題と課題の掛け合わせで両者の課題を解消
する相互補完という手法はドイツではよく見られ
る。たとえば放課後の学童保育。ドイツではプ
レーパークといって、遊び方の可能性が豊かで、
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イマジネーションや創造性、運動性を刺激する、
遊び仲間の集団が自然に形成される、自然や動物
と触れ合える、このようなスタイルで行う学童保
育施設がたくさんある。ザクセン州で訪問したプ
レーパークでは、子どもたちはマウンテンバイク
で敷地内の林を駆け回ったり、無造作に積んであ
る廃材を自由に使って2 階建ての小屋を建てたり
していた。馬やヤギ、ヒツジの世話をし、立派な
焚き火スペースもある。（図 6）これだけの活動
を行うためにはたくさんの人手が必要であるが、
ここでは正規職員（ソーシャルワーカー）は2 名
だけで、あとはインターン生、ZDG 生、FSJ 研
修生で運営されていた。それに加えて、交通違反
の罰として規定の時間ここで奉仕活動していると
いう人も不定期ながら一定数いる。

またFÖJ は自国の人材育成にとどまらず、ド
イツの自然環境保護という明確なミッションのも
とに、世界中からやってくる若者たちも同様に支
援している。日本人学生もラインラント・プファ
ルツ州の森の幼稚園で1 年間研修を受けていたそ
うだ。ドイツにもたらすメリットももちろんあ
るが、他国の次世代育成にも公的資金を投入する
ドイツの度量の大きさを垣間見るような思いであ
る。

4．終わりに
一般的にボランティア活動は、自由意志に基

づく公益のための活動であり、法律に基づいて
行うものではない。しかしドイツでは法律に基
づいてFSJ やFÖJ といった研修制度を作り、非
常にうまく機能している。ボランティア研修だけ
でなく、企業でインターン研修（職業訓練）をす
る機会も多く、インターンの場合も短くても6 か
月で、それを1 か所だけでなく5 回、6 回とイン
ターン経験を重ねながら職種を選び、自分のやり
たいことに焦点を絞っていくのである。つまり彼
らは学生時代から実社会で鍛えられ、社会活動に
参加し、本当に就職するころには、特定の分野で
すでにかなりの職業経験を積んでいることにな
る。このようなことからドイツのボランティア制
度は、キャリア教育や職業訓練、労働力の補完
と関連させるという点で、若者の就職難やミス
マッチによる離職、少子高齢化に伴う労働力不足
といった問題を抱える日本にとっても大いに参考
にすべきであると考える。
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The German Volunteering Internship Program
as a successful model for career education

and human resource development in the environmental field

Noriko FUJII

Department of Early Childhood Education,Toyama College of Welfare Science

Abstract
Nationally sponsored environmental volunteering internship programs are widely practiced in 

Germany. They have enhanced environmental awareness among youth in Germany, and have provided 
with an opportunity for practical job training. Consequently, the programs provide complementary 
effects to both education and society, and assure workforce development in the environmental field.

These German programs should be suitable for the present Japanese society. Contrary to Germany, 
the Japanese educational system lacks the opportunity for youth to explore career paths during their 
transition from secondary school to college and from college to the real society. This leads to narrowing 
the occupational choices and to disproportion in the human resources. In particular, we face a significant 
shortage in the social welfare workforce. With such volunteering internship programs, it is expected to 
present a possible remedy to the Japanese youth career opportunity.

In this paper, we describe in detail the German environmental volunteering internship programs, and 
show that the programs form the basis of occupational views in the youth around secondary education 
to college enrollment.

Keywords : student volunteering, internship program, job training, environmental education, 
　　　　　　human resource development
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看護師の共感性の類型別に見た学生指導観と看護観の特徴
―実習障がい児施設で働く看護師の質問紙調査からの分析―

若瀬　淳子，堅田智香子
富山福祉短期大学看護学科

（2017.10.31受稿，2017.11.17受理）

要旨
A 短期大学では、小児看護学実習を障がい児施設で展開している。学生たちは、実習当初、障がい児を

理解できない不安や戸惑いを言葉にしていた。しかし、実習終了時には、多くの学生に児への親和性が育
まれ、自ら障がい児や実習指導者との関わりを求める姿勢に変化していた。青年期にある学生が他者との
関わりを求め、信頼感を形成するには、心理学的要因が関与している。そして、その要因の一つに共感性
があげられる。今回、看護師が実習中に学生に行った心理的な支援について明らかにするために、実習先
の障がい児施設で働く看護師への質問紙調査を実施し、調査内容から看護師の共感性の類型化と類型ごと
の看護師の学生指導観及び看護観を分析した。結果、実習障がい児施設で働く看護師の共感性は共有経験
を自己に引きつけるタイプの共有型が最も多く、学生への指導は、【学生を認める関わり】【学生が安心で
きる雰囲気づくり】を意識し、【学生の主体性を育む関わり】や【学生の看護観を育む関わり】を大切に
した指導観に基づき実践されていた。これは、障がいを【児の個別性】と捉え、【児との情緒的交流】を
大切にしながら【児の能力を認める】看護観と共通していた。

キーワード：障がい児看護、共感性、学生指導

1．はじめに
少子化や入院期間の短縮化、入院患児の重症

化などから、一般病棟での小児看護学実習施設の
確保は困難な状況にある。このような状況から、
A 短期大学では小児看護学実習を保育園、小児
科外来（診療所）、障がい児施設の3 施設をロー
テーションし、学びを統合する学習形態としてい
る。障がい児（者）に対する社会の動向は、全て
の障がい者が地域の中で共生できる社会を目指
し、障がい児の医療も施設から在宅へと移行でき
るための総合的な支援の充実が図られている。一
方で、学生たちの生活背景の中で学生たちが日常
生活を通して障がい児（者）と関わる体験は少な
い。実際、障がい児施設実習開始前から初日の学
生たちは、障がい児を理解できないことや障がい
児との関わり方がわからないこと、また障がい児
看護の専門性の難しさから何もできない自分に戸
惑い、ほとんどの学生が障がい児施設での実習に
対する不安な気持ちを言葉にしている。しかし、
障がい児施設での実習を終えた頃には、多くの学
生に児への親和性が育まれ、実習への達成感を述
べるまでに変化がみられる。

親和性は、他者あるいは状況や場所に対して肯
定的に接することができる特性であり、齊藤ら１）

は、大学生が逆境を乗り越えるための個人内要因
に含まれると述べている。中でも若瀬ら２）の研究
では、他者との関わりに距離をおく傾向があり、
比較的自己肯定感が低い学生も、自ら障がい児や
実習指導者との関わりを求める姿勢に変化してい
た。菅原ら３）は、青年期にある学生が他者との
関わりを求め、信頼感を形成するには、心理学的
要因が関与していると述べている。そして、その
要因の一つに共感性があげられる。

今回、実習障がい児施設で働く看護師への質問
紙調査を実施し、調査内容から看護師の共感性の
類型化と類型ごとの看護師の学生指導観及び看護
観の特徴を分析し、類型ごとの看護師が実習中に
学生に行っている心理的な支援について明らかに
する。

2．研究目的
実習障がい児施設で働く看護師の共感性の類型

と類型ごとの看護師の学生指導観と看護観の特徴
を分析し、看護師が学生に対して行っている支援
内容について明らかにする。

看護師の共感性の類型別に見た学生指導観と看護観の特徴
―実習障がい児施設で働く看護師の質問紙調査からの分析―
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表１　共感経験尺度
共有経験尺度の10 項目 共有不全経験尺度の10 項目

１．腹を立てている人の気持ちを感じとろうとし、自分もその
人の怒りを経験したことがある。

１．相手が何か腹を立てていても、自分はその人の怒りがぴん
とこなかったことがある。

２．悲しんでいる相手の気持ちを感じとろうとして、自分もそ
の人の悲しさを経験したことがある。

２．悲しんでいる相手といても、自分はその人のように悲しく
ならなかったことがある。

３．何かに苦しんでいる相手の気持ちを感じとろうし、自分も
同じ様な気持ちになったことがある。

３．相手が何かに苦しんでいても、自分はその苦しさを感じな
かったことがある。

４．不快な気分でいる相手からその内容を聞いて、その人の気
持ちを感じとったことがある。

４．不快な気分でいる相手からその内容を聞いても、自分は同
じように不快にならなかったことがある。

５．相手が何かを恐がっているときに、その人の体験している
恐ろしさを感じとったことがある。

５．相手が何かを恐がっていても、自分はその恐さを感じな
かったことがある。

６．相手があることに驚いたと語るとき、その人の驚きを自分
も感じとったことがある。

６．相手があることに驚いたと語っても、どうしてそんなに驚
くのかわからなかったことがある。

７．相手が何かを期待しているときに、そのわくわくした気持
ちを感じとったことがある。

７．相手が何かを期待しても、同じようにわくわくしなかった
ことがある。

８．相手が楽しい気分になっている場合に、その楽しさを感じ
とろうとし、その人の気持ちを味わったことがある。

８．相手が楽しい気分でいても、自分はその人のように楽しく
感じなかったことがある。

９．相手が「こんなことがあって、とてもびっくりした」と話
すのを聞いて、その気持ちを感じとろうとし、自分も驚い
た気持ちになったことがある。

９．相手が「こんなことがあって、とてもびっくりした」と話
すのを聞いても、自分は驚いた気持ちにならなかったこと
がある。

10．相手が喜んでいるときに、その気持ちを感じとって、一緒
にうれしい気持ちになったことがある。

10．相手が何かに喜んでいても、自分はうれしい気持ちになら
なかったことがある。

回答は、全くあてはまらない０点～とてもあてはまる６点の７件法

3．研究方法
3．1　対象

実習指導者を含め、学生が実習中に関わりを持
つ機会があったB 障がい児施設の看護師 45 名。

3．2　方法
対象者の看護経歴と障がい児施設へ異動後の看

護観の変化について、および角田４）が作成した共
感経験尺度改訂版 ESSR を用いた質問紙調査と看
護師の学生指導観「学生に関わる態度・姿勢で大
切にしていること」と、障がい児施設での看護観

「障がい児看護で大切にしていること」の内容を
自由記載する質問紙調査の実施を行った。

質問紙の配布と回収は、各病棟の看護師長に依
頼した。質問紙は1 通ずつ封筒に入れた。回答後
に対象者自身が封をし、他者が開封できない状態
で回収の袋に入れた後に回収袋ごと看護師長から
研究者が受け取る形とした。回収した質問紙の回
答からESSR 尺度を集計し、4 つの共感性の類型
化を実施した。

次に共感性の類型ごとの看護師の学生指導観と
看護観の自由記載内容を文脈で抽出しコード化、
質的帰納的手法により、類似するコードをまと
め、カテゴリー化を行った。

3．3　用語・尺度の概念
共感の概念５）：共感とは、能動的また想像的に

他者の立場に自分を置くことで、自分とは異なる

存在である他者の感情を体験することであり、自
己と他者の個別性の認識が確立されていることに
よって、共有体験が他者理解につながるものであ
る。

共感経験尺度改訂版６）：ESSR は、他者との感
情を分かちもつ共有経験尺度 10 項目と自他の個
別性の認識を生む共有不全経験尺度 10 項目から
構成されている。回答は、それぞれの尺度で、0
が全くあてはまらない、中間の3 がどちらともい
えない、6 はとてもあてはまるとし、その程度に
より0 ～ 6 点の中から最もあてはまる点数を選択
する7 件法である。2 つの尺度の中央値を基準に
高得点群と低得点群に分け、そのバランスから、

「両向型」「共有型」「不全型」「両貧型」に類型
化される。
「両向型」は、共有経験、共有不全経験ともに

高く、他者理解を可能にするもっとも高い共感
性。「共有型」は、共有経験は高いが個別性の認
識は低い、共有経験を自己にひきつけてとらえる
共感性。「不全型」は、共有不全経験が高く共有
経験が低い、自己と他者の間に障壁があり、孤独
感をもちやすい。「両貧型」は、両方の経験が少
ない、対人関係が弱く、共感性がもっとも低い。
両向型と共有型は、良好な人間関係を持ち、不
全型と両貧型は、良好な人間関係を持ちにくいと
される。
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２５名

図１　共感経験尺度

3．4　倫理的配慮
質問紙については無記名とし、性別は男性看護

師が特定されるため記載を求めない内容とした。
また、回答内容が研究者以外の他者に知られるこ
とがないように配慮した。調査前に、対象者の所
属長および対象者に研究協力の依頼文を提出し、
研究の趣旨、内容及び参加の自由性と匿名性の保
持、研究に協力しなくても不利益はないことを説
明した。研究の参加と公表については、質問紙の
提出をもって同意とした。また、A 短期大学の
倫理審査委員会の承認（H26 － 019 号）を得た。
使用した尺度は、作成者に使用許可伺い文を送
り、承諾を得たうえでの活用とした。

4．結果
4．1　対象者の概要

対象者 45 名中、本研究の趣旨に同意・協力を
得ることができた看護師は40 名で回収率 88.9％
であった。40 名の看護師経験年数は、2 年目が
1 名、3 年目が1 名、5 年～ 10 年目が4 名、11 年
目以上が34 名であった。また、障がい児施設に
異動してからの年数は、1 年目が3 名、2 年目が
12 名、3 年目が5 名、5 年～ 10 年目が4 名、11
年目以上が16 名であった。40 名のうち、有効回
答率は82.2％の37 名であり、回答者の全員に医
療施設から障がい児施設への異動歴があり、その
うち障がい児施設異動後に看護観に変化があった
と答えた者は27 名であった。

4．2　共感経験尺度の得点および共感性の類型
次に共感経験尺度の得点および共感性の類型結

果（図 1）は、各尺度の回答得点（小数点第 2 位
四捨五入）が、共有経験尺度は、最大値 55、最
小値 23、平均値 40、中央値 34、SD 値 1.08、共

有不全経験尺度は、最大値 51、最小値 5、平均
値 26.2、 中 央 値 34、SD 値 0.8 であっ た。 中 央
値 34 を基準に高得点群と低得点群に分け、2 尺
度の得点の組み合わせから両向型は6 名で全体
の16％、共有型は25 名で全体の68％、不全型 0
名、両貧型は6 名で全体の16％に共感性が類型
された。

各類型間での看護師経験年数には差が見られな
かったが、障がい児施設での看護師経験歴は11
年目以上が、両向型は6 名中 1 名の16.7％、共有
型は25 名中 11 名の44％、両貧型は6 名中 2 名
の33.3％であり、共有型は障がい児施設での看護
師経験年数が他の類型に比べ長い看護師が多かっ
た。

共感性の類型ごとに、自由記載内容である学生
指導観「学生に関わる態度・姿勢で大切にしてい
ること」と看護観「障がい児看護で大切にしてい
ること」について、コードとカテゴリーを記す。
以下にコード（　）、カテゴリー【　】で示す。

まず、看護師の学生指導観及び看護観（表 2）
で、学生に関わる態度・姿勢で大切にしている学
生指導観を今回該当しなかった不全型以外の3 類
型ごとに述べ、次に看護観について述べる。

4．3　両向型学生指導観
両向型の共感性を持つ看護師の学生指導観は、

7 つのコードから2 つのカテゴリー【学生の主体
性を育む関わり】、【学生が安心できる雰囲気づく
り】が抽出された。【学生の主体性を育む関わり】
は、（記録のための実習にならないよう児との関
わる時間が持てるよう配慮する）（学生が子ども
たちとスキンシップをとりながら、一緒に過ご
す時間をつくる）（実際に見たり触ったりできる
機会を提供するために学生がしたいことを聞く）

看護師の共感性の類型別に見た学生指導観と看護観の特徴
―実習障がい児施設で働く看護師の質問紙調査からの分析―
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表２　共感性の分類ごとの抽出されたカテゴリー

共感性類型
【質的帰納的分析により抽出されたカテゴリー】

学生に関わる態度・姿勢で大切にしている指導観 障がい児看護で大切にしている看護観

両向型

n ＝ 6

学生の主体性を育む関わり（4）　
学生が安心できる雰囲気づくり（3）

児と家族を含めた家族看護（4）
児の情緒を育む関わり（3）
児のサインに気づき変化を理解する（2）
家族役割（1）
児の健康管理（1）
療育を大切にする（1）

共有型

n ＝ 25

学生が安心できる雰囲気づくり（13）
学生の主体性を育む支援（17）
学生を認める関わり（7）
学生の看護観を育む関わり（5）

児の個別性（13）
児との情緒的交流（11）
児の能力を認める（7）
児と家族を含めた家族看護（6）
児のサインに気づき対応できる（4）
児を取り巻く他職種との協力・連携（3）

両貧型

n ＝ 6

学生の自主的な行動（2）
障がい児との接し方の理解（2）

できた時はしっかり誉める（1）
できることが増える支援（1）
社会性を育む関わり（1）
将来を見据えた看護（1）

不全型
n ＝ 0

N ＝ 37、（　）はコード数

（学生のひらめきを導くような質問や会話をする）
から構成され、【学生が安心できる雰囲気づくり】
は、（学生の実習の思いをしっかり聴き対応する）

（学生が自由な発想や想像力を持ち話せるような
関係性を大切にする）（実習場所で色んなことが
見られるように配慮する）から構成されていた。

4．4　共有型学生指導観
次に共有型では、42 のコードから4 つのカテ

ゴリー【学生が安心できる雰囲気づくり】、【学生
の主体性を育む関わり】、【学生を認める関わり】、

【学生の看護観を育む関わり】が抽出された。【学
生が安心できる雰囲気づくり】は、（声がけを大
切にする）（学生の緊張を取り除く関わりを心が
ける）（学生が学習に集中できるような配慮をす
る）（学生への言葉使いや挨拶に気をつける）（威
圧的な態度や表情にならないよう笑顔で接する）
などの13 のコードから、【学生の主体性を育む関
わり】は、（知りたい、何かを行いたいという意
欲を引き出せるよう関わる）（説明だけでなく実
際に見て、触れる体験ができるように配慮する）

（学生が自分で考えられるような関わりをする）
（学生自身の考えや思いを大切にするように心が
ける）（学生が何故そう考えるかを大切にする）

（学生自身が考えられるようアドバイスする）（学
生が障がい児と関わる取り組みに学生なりの努
力と工夫を大切にする）などの17 のコードから、

【学生を認める関わり】は、7 つのコード（指導
者がモデルを見せてから学生にやってもらい、で
きたことを誉めるよう心がける）（学生への偏見

を持たない）（学生のなるべく良いところを認め
る）（学生を名前で呼ぶようにする）など、【学
生の看護観を育む関わり】は、（看護ケアが何故
必要なのか、理由や根拠を伝える）（児や家族に
対して誠実であることを伝える）（倫理的に科学
的に分かりやすく説明する）（自分たちの看護は
完璧ではないと自覚し、努力する姿勢を学生に示
す）（看護の限界を理解した上で、できる限りの
看護を提供することを伝える）の5 つのコードか
ら構成されていた。

4．5　両貧型学生指導観
両貧型の場合は、4 つのコードから2 つのカテ

ゴリー【学生の自主的な行動】、【障がい児との接
し方の理解】が抽出された。その構成は、【学生
の自主的な行動】は、（学生が答えを自分で考え
られるようにする）（学生が自分から行動しやす
いように分かりやすい説明をする）のコードか
ら、【障がい児との接し方の理解】は、（障がい児
との接し方を学生が工夫できるようにする）（学
生が、子どもたちと関わる時間を多くもてるよ
う、子どもの近くに行くように説明する）であっ
た。

4．6　両向型看護観
一方、障がい児看護で大切にしている看護観

は、両向型は12 のコードから6 つのカテゴリー
【児と家族を含めた家族看護】【児の情緒を育む関
わり】【児のサインに気づき変化を理解する】【家
族役割】【児の健康管理】【療育を大切にする】が
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表３　共感性の分類ごとの指導観の内容
共感性類型 カテゴリー コード

両向型

学生の主体性を育む関わり

記録のための実習にならないよう児との時間が持てるよう配慮する
学生が子どもたちとスキンシップをとりながら、一緒に過ごす時間をつくる
実際に見たり触ったりできる機会を提供するために学生がしたいことを聞く
学生のひらめきを導くような質問や会話をする

学生が安心できる雰囲気づくり
学生の実習の思いをしっかり聴き対応する
学生が自由な発想や想像力を持ち話せるような関係性を大切にする
実習場所で色んなことが見られるように配慮する

共有型

学生が安心できる雰囲気づくり

声がけを大切にする
学生の緊張を取り除く関わりを心がける
学生が学習に集中できるような配慮をする
学生への言葉使いや挨拶に気をつける
威圧的な態度や表情にならないよう笑顔で接する
わかりやすい言葉を使う
初めて経験することは説明し、わからないところがどこか尋ねる
学生が素直に会話できる実習環境を提供する
学生が質問しやすい雰囲気をつくる
学生を大切に思いながら関わる
学生にこちらから声をかけ、緊張を和らげる
職員の児への日常生活動作での関わりを身近なものとして感じてもらえるようにする
将来、この施設で仕事がしたいと思ってもらえるような関わりをする

学生の主体性を育む関わり

知りたい、何かを行いたいという意欲を引き出せるよう関わる
説明だけでなく実際に見て、触れる体験ができるように配慮する
学生が自分で考えられるような関わりをする
学生自身の考えや思いを大切にするように心がける
学生が何故そう考えるのかを大切にする
学生自身が考えれるようアドバイスする
学生が障がい児と関わる取り組みに学生なりの努力と工夫を大切にする
一方的は説明でなく、発問するようにする
自分が解らないことは、学生に解らないとはっきり伝え、一緒にに考える
学生がどの程度理解しているか、その反応を大切に見守る
学生が学習したことを言語化し、本当の学びになるよう関わる
いい加減な事を説明せず、学生が考える機会を奪わない
学生の実習での思いをしっかり聴き対応する
学生が疑問に思ったことを自由に話せるようにする
学生が受け持ち児と関わろうと努力を見守る
日々子どもと関わりを持ち続けることで、非言語でも語り合えることを伝える
障がい児も障がいがない児も同じ子どもという考えを持って関わることを伝える

学生を認める関わり

指導者がモデルを見せてから学生にやってもらい、できたことを誉めるよう心がける
学生への偏見を持たない
学生のなるべく良いところを認める
学生を名前で呼ぶようにする
学生が1 人ひとりの実習で感じた良いところを探って伸ばし誉める
その学生ならではの変化を大切にする
学生の学ぼうとする姿勢や態度に気づき認める関わりをする

学生の看護観を育む関わり

看護ケアが何故必要なのか、理由や根拠を伝える
児や家族に対して誠実であることを伝える
看護ケアについて、倫理的に科学的にわかりやすく説明する
自分たちの看護は完璧でないことを自覚し、努力する姿勢を学生に示す
看護の限界を理解した上で、できる限りの看護を提供することを伝える

両貧型
学生の自主的な行動

学生が答えを自分で考えれるようにする
学生が自分から行動できるように説明をする

障がい児との接し方の理解
障がい児との接し方を学生が工夫できるようにする
学生が、子どもたちと関わる時間を多く持てるよう、子どもの近くに行くように説明する

看護師の共感性の類型別に見た学生指導観と看護観の特徴
―実習障がい児施設で働く看護師の質問紙調査からの分析―
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表４　共感性の分類ごとの看護観の内容
共感性類型 カテゴリー コード

両向型

児と家族を含めた家族看護

障がい児に対する看護のみでなく、家族に対する支援が重要
家族の一員として、子どもをみていく
子どもとその家族へのケアの配慮
子どもが家族と過ごす時間を大切にする

児の情緒を育む関わり
児の反応の有無に限らず、話しかけ身体に触れる
できるだけ、児の名前を呼ぶようにする
子どもが安心して笑顔でいられるよう関わる

児のサインに気づき変化を理解する 普段からよく観察し、子どもの小さい変化にも気づくようにする
自ら訴えることのできない児の変化を感じること、理解しようとすること

家族役割 家族と離れて生活しているため、親役割も意識する
児の健康管理 子どもの健康維持と促進が大切
療育を大切にする 一般病院では処置が主となるが、障がい児には療育を大切に考える

共有型

児の個別性

障がい児の個別性を理解し看護する
個人の人権を尊重する
子どもの個性を大切にする
１人ひとりの子どもに声かけをする
１人ひとりの児の特徴を理解する
各児の二ードを理解し、それに応えることができるよう努める
障がいを特別と捉えず、個性として捉える
その子の個性を大事にして、認めて関わる
声をかける時は、１人ひとりの子どもの名前を呼び個人に声かけする
個人のプライバシーを守る
１人ひとりの児に応じたケアを実施する
短期入院の児では、個人の目標期間で退院へ導ける看護計画を立て実践する
その子にとって必要な看護は何かと考えて、看護を提供する

児との情緒的交流

子どもたちの表情や発声を少しでも感じて、一緒に笑えること
子どもの寂しさを少しでも軽くできる関わりを持つ
温かい言葉かけを意識する
愛情や真心を持って児に関わる
児の表出するコミュニケーションの方法を大切にした関わり
児の思いを感じとり、どう対応できるかが大切
障がい児の笑顔を沢山引き出す関わり
優しく名前を呼びかける
子どもが安心できる関わりを意識する
触れ合いを大事にする
児のメンタル面に配慮し関わる

児の能力を認める

児が少しでもできることを待ってあげる大切さ
すぐにできなくても、繰り返し毎日行うことで必ず進歩がある
少しでも子どもを伸ばせるように接する
障がいを特別なものと差別せず、できることを認める
児が、自分の思いを自分の力で表現できることを理解する
子どもたちにとっての１日は、大いに成長する可能性を秘めた１日であることを理解して関わる
子どものできる反応を引き出す関わりが大切

児と家族を含めた家族看護

親の子どもに対する愛情や気持ちに共鳴した援助
児を理解と同じく家族を理解した支援
児と家族の思いに寄り添う
児は勿論、家族との信頼関係をつくる
児の理解について、家族を含めて支援のあり方を考える
子どもだけでなく、その家族へのケアも重視する

児のサインに気づき対応する

言葉を発せない子どもたちの気持ちを少しでも理解したい
児のちょっとした反応に気づき、大切にする
子どもの発信しているサインをキャッチするため、その子に関心を持ち関わる
日頃の観察から、いつもとの違いを早期に発見し対応する

児を取り巻く他職種との協力・連携
児の現状をしっかり捉え、自分だけの思い込みの看護にならないこと
子どもや保護者との関わりで感じているジレンマを表面化し、スタッフ間で話し合い看護に活かす
多職種間での相談や連絡がとても大切

両貧型

できた時はしっかり誉める 児が頑張ってできたことは、しっかり誉める
できることが増える支援 しっかり観察し、少しでもできることが増えるような支援
社会生を育む関わり 障がい児を特別扱いせず、駄目なことは駄目としっかり伝える
将来を見据えた看護 将来を含めたできるだけ最善の看護を提供したい
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抽出された。
【児と家族を含めた家族看護】は、4 つのコー

ド（障がい児に対する看護のみでなく、家族に対
する支援が重要）（家族の一員として、子どもを
みていく）などから、【児の情緒を育む関わり】
は、3 つのコード（児の反応の有無に限らず、話
しかけ身体に触れる）（できるだけ、児の名前を
呼ぶようにする）（子どもが安心して笑顔でいら
れるよう関わる）から、【児のサインに気づき変
化を理解する】は、2 つのコード（普段からよく
観察し、子どもの小さい変化に気づくようにす
る）（自ら訴えることのできない児の変化を感じ
ること、理解しようとすること）から構成されて
いた。そして、【家族役割】は（家族と離れて生
活しているため、親役割も意識する）、【児の健康
管理】は（子どもの健康維持と促進が大切）、【療
育を大切にする】は（一般病院では処置が主とな
るが、障がい児には療育を大切に考える）からそ
れぞれ抽出された。

4．7　共有型看護観
共有型の看護観は、44 のコードから6 つのカ

テゴリー【児の個別性】【児との情緒的交流】【児
の能力を認める】【児と家族を含めた家族看護】

【児のサインに気づき対応する】【児を取り巻く他
職種との協力・連携】が抽出された。【児の個別
性】は、13 のコード（障がい児の個別性を理解
し看護する）（個人の人権を尊重する）（子どもの
個性を大切にする）（1 人ひとりの子どもに声か
けをする）など、【児との情緒的交流】は、11 の
コード（子どもたちの表情や発声を少しでも感
じて、一緒に笑えること）（子どもの寂しさを少
しでも軽くできる関わりを持つ）（温かい言葉か
けを意識する）など、【児の能力を認める】は、
7 のコード（児が少しでもできることを待ってあ
げる大切さ）（すぐにできなくても、繰り返し毎
日行うことで必ず進歩がある）（少しでも子ども
を伸ばせるように接する）などから構成されてお
り、【児と家族を含めた家族看護】は6 のコード

（親の子どもに対する愛情や気持ちに共鳴した援
助）（児を理解と同じく家族を理解した支援）な
ど、【児のサインに気づき対応する】は4 のコー
ド（言葉を発せない子どもたちを少しでも理解し
たい）（児のちょっとした反応に気づき、大切に
する）など、【児を取り巻く他職種との協力・連
携】は3 つのコード（児の現状をしっかり捉え、
自分だけの思い込みの看護にならないこと）（子
どもや保護者との関わりで感じているジレンマを

表面化し、スタッフ間で話し合い看護に活かす）
（多職種間での相談や連絡がとても大切）から抽
出されていた。

4．8　両貧型看護観
最後に両貧型の看護観は、4 つのコードがその

まま、4 つのカテゴリー【できた時はしっかり誉
める】【できることが増える支援】【社会性を育む
関わり】【将来を見据えた看護】として抽出され
た。

5．考察
実習障がい児施設で働く看護師の共感性は、両

向型と共有型を合わせ、良好な人間関係をもつタ
イプが全体の約 8 割と多かった。中でも、特に他
者の経験を自己の経験のようにひきつける共有
型が約 7 割を占めていた。良好な人間関係をもつ
共感性タイプの看護師の学生指導観は、【学生を
認める関わり】【学生が安心できる雰囲気づくり】
を提供する支援が、【学生の主体性を育む関わり】
や【学生の看護観を育む関わり】につながると
感じていた。これは、ブルームの教育目標分類
７）（表 5）の認知領域、情意領域、精神運動領域
の中の情意領域を育てる教育であると考える。情
意領域は、人への配慮・態度・価値観・倫理観・
興味・関心など、看護のすべての過程における配
慮や人間関係のもち方に関連する内容であり、単
独で学修するものではなく、認知領域や精神運動
領域の学修過程の中にも組み入れていく必要があ
る領域である。田島は、情意領域を学修させるた
めには、「その上に、学修（習）者の原動力、成
就感などの育成が同時に必要となる」８）と述べて
いる。

実習施設であったB 障がい児施設では、学生
の興味や関心を導き、意欲を引き出し、学生が主
体的に実習に臨むための姿勢や態度を育てるため
の学生指導観が大切であると考えられていた。看
護の知識や技術が未熟であることを自覚し、不安
や戸惑いを感じている学生に対し、学生自身が主
体的に動くための原動力を育てるための関わりを
もつことや学生なりに努力して実践した行動を認
めることで、学生に成就感を体験してもらう関わ
りが大切にされていたと考えられる。そしてこの
学生指導観は、障がいを【児の個別性】と捉え、

【児との情緒的交流】を大切にしながら、【児の能
力を認める】育てる障がい児看護の考えと共通し
ていた。急性期病棟などでは、様々な情報から状
況を即座に判断し、行動に移せる実践力が求めら

看護師の共感性の類型別に見た学生指導観と看護観の特徴
―実習障がい児施設で働く看護師の質問紙調査からの分析―
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表５　ブルーム（Bloom,S）の教育目標分類
認知的領域 １．知識

知識の習得と理解および知的諸能力の発達に関する諸目標からなる。 ２．理解
３．応用
４．分析
５．統合
６．評価

情意的領域 １．受容
興味・態度・価値観・習慣などの意志や情緒と正しい判断力や適応
性の発達に関する諸目標からなる。

２．反応
３．価値づけ
４．価値の組織化
５．価値あるいは価値組織による性格化

精神運動的領域 １．模倣
神経と筋の協調を要する一連の行動群で、手先の各技術ないし技能や
運動技術ないし技能に関する諸目標からなる。

２．操作

れる。一方、障がい児施設においても、情報を捉
える力と情報からの的確な判断は求められるが、
ときにそのスピーディーな行動を児に感じさせて
しまうと児の緊張が高まり、体調の悪化につなが
る危険性がある。松葉佐９）は、重症児のストレ
スの原因として、本能行動が十分に満たされない
ことや生活環境に十分適応できないことから来る
不安や恐怖について述べている。障がい児に過度
な精神的ストレスを与えない生活環境を整えるこ
とが、医療を行う上でも重要視される。そのため

【児との情緒的交流】を大切な看護と捉えている
と考えられる。姉崎 10）は、重症児への支援者に
必要な能力として、重症児のごくわずかな表情や
仕草の変化を本人の意思表示として受け止められ
る力量が求められると述べている。そして岡田ら
11）は、重症児との関わりには、児主体の場面に
おいて、児の意思表出を認める関わりと分かりや
すい手続きに従った意図ある働きかけが重要と報
告している。これらの能力や関わりは、B 障がい
児施設においても重症児との関わりや支援を行う
中で看護師に求められるスキルと言える。その結
果、情緒面を大切にする看護を実践していく過程
で、相手の感情を移入した共有経験を自己にひき
つけてとらえる共有型の共感性が構築されてきた
のではないかと推察できる。

角田５）は、共有型の共感性は相手の感情を自
己にひきつけるため、極端な場合は感情移入し、
共感性が相手への同情に偏る傾向もあると述べて
いる。しかし、学生が障がい児に関わる際に、障
がい児の疾患や病態生理、2 次障害に関する一般
的知識を理解したうえで、直接的に看護技術を実
施することは難しい。そのため、学生の主体的行
動を最初から期待する指導は、学生の自己効力感

や学習意欲を低下させる要因となりうる。した
がって、共有型の共感性に基づき学生の感情を理
解し受け止める指導は、学生の励みとなり学習意
欲の向上に繋がると考える。渡辺らは、共感が
起きるためには、「他人の情動を認知したことに
よって自分の情動の変化が起きなくてはならな
い」12）と述べている。つまり、学生の戸惑いや不
安の感情を理解した上で、効果的な指導を実践し
ていくためには、看護師自身の感情が動かなけれ
ば、学生への教育的介入が、指導する側の一方的
な感情による指導になる危険性もあると考える。
B 障がい児施設の看護師の中でも、少数の両貧型
の共感性を持つ看護師の学生指導観は、両向型や
共有型のタイプの看護師が、学生が実習の中で主
体的に行動できるようにするために、自分たちが
できる態度や姿勢について重要視していることに
比べ、学生自身が主体的に行動することを重要視
する傾向がみられた。

看護学生にとって臨地実習は、自己の看護を成
長させる大切な機会である一方、学生が心理的ス
トレスを感じていることは、高島ら13）や樋之津
ら14）の研究結果からも明らかにされている。看
護の現場は、知識を持って状況を判断でき、専門
的な技術を的確に提供できる看護師が求められ
る。そして、看護学生にも同様に実践力を期待す
る傾向がある。しかし、学生が自身の内面をコン
トロールし、主体的に行動できることを期待する
には、その成長過程として、まず学生の心理的側
面に留意した関わりが必要であり、B 障がい児施
設ではその関わりが多く実践されていたと考えら
れる。

尚、本研究の限界として、今回の調査は対象者
45 名中、研究に協力を得ることができた有効回
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答 37 名を対象とした内容分析であったため、協
力を得ることができなかった看護師のデーターを
含めた場合、良好な人間関係を持つタイプの共感
性の割合が減少する可能性もある。

6．結論
実習障がい児施設で働く看護師の共感性は共有

経験を自己にひきつける共有型のタイプが多く、
このタイプの看護師は、【学生を認める関わり】

【学生が安心できる雰囲気づくり】を意識し、【学
生の主体性を育む関わり】や【学生の看護観を育
む関わり】を大切にしていた。そしてこの学生指
導観は、障がいを【児の個別性】と捉え、【児と
の情緒的交流】を大切にしながら【児の能力を認
める】看護観と共通していた。
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The characteristic for a sense of student guidance
and the feeling of nursing from the viewpoint of

nurse empathy types
―The analysis from the survey of nurses working

in facilities for handicapped children―

Junko WAKASE，Chikako KATADA

Department of Nursing，Toyama College of Welfare Science

Abstract
The practice of pediatric nursing of A college university is carried out in facilities for the handicapped 

children. At the beginning of practice, the students mentioned the anxiety and the embarrassed because 
they couldn’t understand the handicapped children. At the end of that, many students changed that they 
had the affinity for the handicapped children and sought relations with the children and the training 
teachers.

Such as student change is related to the psychological factors that include an empathy. To make clear 
that the nurses supported psychologically the practicing students, the nurse empathy types, the sense 
of student guidance and the feeling of nursing were analyzed the survey of nurses working in facilities 
for handicapped children.
  As a result, the type of nurse empathy is most often the self-attracting shared experience. The student 
guidance was carried out based on teaching sense in response to “ involvement in admitting students ”, 
“ creating a comfortable atmosphere for students ”, “ involvement in growing student subjects ”, and “ 
involvement in fostering a feeling of nursing for students ”. By thinking that a handicap is a personality, 
this result is common the feeling of nursing such as “ the acknowledge of child ability “ through ” the 
emotional exchange for children ”.

Keywords：child with a disability nursing、consensual、outlook on guidance



幼稚園滞在中の歩数と運動能力の関係
　

小川　耕平 1），和田　貴広 2），池松　和彦 3），竹本　彩夏 4），藤野　賀子 4）

1）富山福祉短期大学　2）国士舘大学　3）福岡大学非常勤講師　4）NPO法人笑顔スポーツ学園
（2017.10.31受稿，2017.11.17受理）

要約
本研究は、幼児の歩数と運動能力測定の関係について検討することを目的とした。対象者はT市に通
う幼稚園児 26 人（男児 10 人・女児 16 人）で、5日間活動量計を装着し歩数を計測した。なお、歩数は5
日間で一番多かった最大歩数と、5日間の平均歩数の2種類とし、それぞれの歩数と運動能力測定（6種
目）の関係を調査した。調査の結果、5日間の最大歩数と25m走、連続ジャンプとの間に相関関係が認め
られたので、回帰式により25m走、連続ジャンプの当該年齢の平均値を得るための園滞在中に必要と思わ
れる活動歩数を求めたところ、25m走は7137 歩、連続ジャンプは5298 歩の活動量を確保することで平均
的な運動能力を確保することが示唆された。

キーワード：歩数、運動能力、幼稚園児

1．背景
子どもの体力は、昭和 60 年頃をピークに年々
低下する傾向にあり、大きな問題となっている。
このような現状の背景には様々な要因があるが、
大きく2つのことが挙げられると考えた。1つは、
子ども達の遊びの内容が変化したこと。もう１
つは、日常生活で活動量が減少したこと。幼児期
に活動量を確保することは健康状態を保つことや
体力の向上にも重要な要素であり、将来の健康行
動にも影響を及ぼすことから幼児期の活動量の確
保は重要な課題であると考えた。しかし、幼児の
健康・体力づくりのための具体的な活動量の目標
値はなく、幼児期運動指針に記載がある「1日 60
分以上楽しく体を動かすこと」となっているの
で、幼児の健康・体力づくりに必要な具体的な活
動量を検討する必要があると考えた。

2．目的
文部科学省は、平成 19 年から21 年度にかけて

「体力向上の基礎を培うための幼児期における実
践活動の在り方に関する調査研究」１）等の研究
を基に、小学生や幼稚園児を対象とした身体活動
指針２）～７）を制定し、幼少期からの健康・体力づ
くりに関する取り組みを確立した。
現在、国民健康づくり対策として取り組んでい
る健康日本 21（第 2次）では、成人の目標歩数を
男性が9,000 歩、女性が8,500 歩とし、明確に設
定されている。しかし、背景にも述べたように幼
児においては、「様々な遊びを中心に毎日合計 60

分以上楽しく体を動かす」という記載であり、幼
稚園滞在中の体力・運動能力向上のための具体的
な指標とは言えない。中野らが幼児の1日に推奨
される歩数は13,000 歩以上８）とすることや、秋
武らが標準的な体力水準を得るための歩数と標準
より高い水準を得るための歩数，強度を男女別に
報告９）しているが、いずれの報告も1日の歩数の
目安であるため降園後の家庭での取り組みに左右
されると考える。
本研究では、幼児の幼稚園滞在中の歩数の現状
と運動能力の関係を明らかにし、幼稚園滞在中の
目標歩数について検証することを目的とした。

3．方法
3．1　被験者
被験者は、T市に通う年長児 26 人（男児 10
人、女児 16 人）とした。

3．2　調査内容
3．2．1　被験者の身体特性
身体特性は身長、体重、カウプ指数の3種目を
計測した。

3．2．2　幼稚園滞在中の歩数測定
歩数測定は、活動量計（MYCALORY:MC-500：
山佐時計計器株式会社製）を用いて、幼稚園滞在
中のうち午前 10時から午後 2時までの4時間装着
し歩数をカウントすることとした。歩数は5日間
で一番多かった最大歩数（以下最大歩数とする）
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表 1　身体的特性
身長 体重 カウプ

　 　 （cm） （kg） 　
全　体 Mean 109.2 19.0 15.9 

（n=26） SD 4.4 2.0 1.1 
男　児 Mean 109.9 18.8 15.5 

（n=10） SD 4.1 1.7 0.7 
女　児 Mean 108.8 19.1 16.1 

（n=16） SD 4.7 2.3 1.2 

表 3　運動能力測定
25 ｍ走 立ち幅跳び テニスボール 連続ジャンプ 後方ハイハイ 体支持

　 　 （秒） （m） （m） （秒） （秒） （秒）
全　体 Mean 6.9 88.2 5.2 5.6 11.1 60.2

（n=26） SD 0.7 12.9 1.5 0.5 5.3 50.9
男　児 Mean 6.9 84.8 5.5 5.6 8.2 70.2 

（n=10） SD 0.6 12.7 1.4 0.6 1.5 61.0 
女　児 Mean 6.9 90.3 5.1 5.7 13.0 53.9 

（n=16） SD 0.8 13.0 1.5 0.5 6.1 44.4 

表 4　最大歩数及び平均歩数と運動能力の関係
25 ｍ走 立ち幅跳び テニスボール 連続ジャンプ 後方ハイハイ 体支持

　 　 （秒） （m） （m） （秒） （秒） （秒）
全　体 最大歩数 -0.46* 0.30 0.20 -0.39* -0.30 -0.84

（n=26） 平均歩数 0.14 0.10 0.12 0.17 0.13 0.10
男　児 最大歩数 -0.19 -0.31 -0.30 -0.66* 0.26 -0.37

（n=10） 平均歩数 -0.19 -0.18 0.26 -0.44 0.12 -0.58
女　児 最大歩数 -0.61* 0.65* 0.20 -0.25 -0.62* 0.23

（n=16） 平均歩数 -0.12 -0.12 0.11 0.42 -0.27 0.24
* P<0.05 **P<0.01

表 2　幼稚園滞在時の最大歩数と平均歩数
最大歩数 平均歩数

　 　 （歩） （歩）
全　体 Mean 4439.0 3848.7

（n=26） SD 715.4 602.7
男　児 Mean 4269.1 3743.6

（n=10） SD 754.8 517.8
女　児 Mean 4545.1 3913.7

（n=16） SD 692.8 657.8

と、5 日間の歩数を平均した平均歩数（以下平均
歩数とする）の2 種類を求めた。

3．2．3　運動能力測定
運動能力測定は25m 走、立ち幅跳び、テニス

ボール投げ、連続ジャンプ、後方ハイハイ、体
支持の6 種目を計測した。
※運動能力測定の内容については参考資料を参照

　
3．3　統計処理

統計処理は統計解析ソフト SPSS.Ver15（SPSS 
Japan Inc.）を用いて実施し、歩数と運動能力の
関係はピアソンの相関分析を行い、それぞれの統
計学的危険率は 5 % とした。

3．4　倫理的配慮
対象児は幼児であるため、保護者と幼稚園の教

員には事前に内容についての説明を口頭及び書面
で行い、測定への不参加や途中での中止について
も可能であることを伝えた後、協力が得られた幼
児（保護者）に対してのみ実施した。また、測定
期間中に園児が測定を拒否した場合についても途

中で中止しても構わないことを保護者、教員に説
明し実施した。

本研究は富山福祉短期大学倫理審査委員会の
承 認（ 承 認 番 号 H-25-002 号　 平 成 25 年 6 月 5
日）を得て実施した。

4.　結　果　
4．1　被験者の身体的特性

表 1 に被験者の身長、体重、カウプ指数を
示 し た。 身 長 が109.2 ± 4.4cm（ 男 児：109.9
± 4.1cm ／ 女 児：108.8 ± 4.7cm）、 体 重 が19.0
± 2.0kg（ 男 児：18.8 ± 1.7kg ／ 女 児：19.1 ±
2.3kg）、カウプ指数が15.9 ± 1.1（男児：15.5 ±
0.7 ／女児：16.1 ± 1.2）であった。

4．2　幼稚園滞在中の歩数
表 2 に幼稚園滞在中の最大歩数と平均歩数を

示した。最大歩数は4439.0 ± 715.4 歩（男児：
4269.1 ± 754.8 歩／女児：4545.1 ± 692.8 歩）で、
平 均 歩 数 は3848 ± 60.27 歩（ 男 児：3743.6 ±
517.8 歩／女児：3913.7 ± 657.8 歩）であった。
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4．3　運動能力測定
表 3 に運動能力測定の記録を示した。25m 走

は6.9 ± 0.7 秒（男児：6.9 ± 0.6 秒／女児：6.9 ±
0.8 秒）、立ち幅跳びは88.2. ± 12.9cm（男児：84.8
± 12.7.cm ／女児：90.3 ± 13.0cm）、テニスボー
ル投げは5.2 ± 1.5m（男児：5.5 ± 1.4m ／女児：
5.1 ± 1.5m）、 連 続 ジ ャ ン プ は5.6 ± 0.5 秒（ 男
児：5.6 ± 0.6 秒／女児：5.7 ± 0.5 秒）、後方ハイ
ハイは11.1 ± 5.3（男児：8.2 ± 1.5 秒／女児：13.0
± 6.1 秒）、体支持は60.2 ± 50.9 秒（男児：70.2
± 61.0 秒／女児：53.9 ± 44.4 秒）であった。

4．4　幼稚園滞在中の歩数と運動能力の関係
表 4 に幼稚園滞在中の歩数と運動能力の関係

を示した。男女全体では、最大歩数と25m 走
（r=0.462　P<0.05） と連 続 ジ ャ ン プ（r=0.392　
P<0.05）の2 種目に相関が認められたが、平均歩
数についてはどの運動力測定とも関連性は認めら
れなかった。

男女別でも相関を調査したが、男児は最大歩数
と連続ジャンプ（r=0.657　P<0.05）に相関が認
められた。女児は、最大歩数と25m 走（r=0.62　
P<0.05）、立幅跳び（r=0.650　P<0.01）、後方ハ
イハイ（r ＝ 0.623　P<0.01）に相関が認められ
た。

平均歩数は男女ともいずれの運動能力測定結果
とも相関関係は認められなかった。

5．考　察
5．1　身体的特性

身長は男児が109.9 ± 4.1cm、女児が108.8 ±
4.7cm）で、体重は男児が18.8 ± 1.7k、女児が
19.1 ± 2.3kg であり、身長、体重ともに2000 年
の厚生労働省の乳幼児身体発育調査報告書（0 ～
6 歳）10）と文部科学省の学校保健統計報告書（6
～ 17 歳）11）のデーターもとに日本小児分泌学会
が公表している標準身長・体重曲線の数値 12）に
おいて確認したところ標準的な傾向である。カウ
プ指数についても満 3 ～ 5 歳児の標準は14.5 ～
16.5）の範囲内であり特に肥満傾向、やせ傾向で
はなく標準的な体格であると思われる。

5．2　幼稚園滞在中の歩数測定
幼児の１日の歩数を報告している先行研究で

は、中野らの生活習慣病予防のために推奨される
13,000 歩８）や、NHK が報告した、子どもの体力
がピークとされる1984 年に栃木県宇都宮市のさ
つき幼稚園で調査した19500 歩９）という報告は

あるが、これらの報告は1 日の歩数測定であるた
め、今回我々が実施した幼稚園滞在中の４時間の
結果と比較することは困難である。

しかし、現在の国の健康づくりの身体活動量
確保のキャッチコピーである、「ここからプラス
10」では、10 分間の歩数を1000 歩～ 1500 歩と
しており、これを基準に考えた場合、今回の最大
歩数は4439 歩で、1500 歩で割るとおよそ30 分程
度の活動量にすぎないことが予測される。幼児期
運動指針記載のある、毎日楽しく60 分以上楽し
く体を動かすことを幼稚園滞在中にある程度確保
することを考慮すると、最低でも9000 歩程度の
確保が必要であると推測される。

5．3　運動能力測定
運動能力の評価は、MKS 幼児運動能力調査評

価表（幼児運動能力研究会）の6 歳前半の評価値
により検討した14）。男児は体支持のみ、女児はテ
ニスボール投げと体支持のみ5 段階評価の3 段階
で標準的な発達であったが、その他の種目につい
ては全て5 段階評価の2 段階で発達が標準より少
し遅れているとの判定であったことから、今回の
対象園は全体的に運動能力が低いことが考えられ
るため、先にも述べたように、まずは幼稚園で活
動量を高める取り組みを増やすこととが課題であ
ると考えた。

5．4　幼稚園滞在中の歩数と運動能力の関係
歩数と運動能力の関連性については、全体で

は、最大歩数が多いと25m 走、連続ジャンプの
結果が良いことが判明したが、平均歩数とはどの
種目とも関連は認められなかった。

そこで、相関関係が証明された25m 走と連続
ジャンプにおいて、MKS 幼児の運動能力調査に
おける5 段階評価中 3 段階以上の記録に必要な歩
数を回帰式より求めたところ、25m 走では7137
歩、連続ジャンプでは5298 歩以上の歩数を幼稚
園滞在中に確保することで標準以上の運動能力測
定結果になることが判明した。身体活動量と運動
能力の関連性を男女別に調査した秋武らの報告９）

では、身体活動量と運動能力測定での相関係数は
男児が25m 走、立ち幅跳び、ボール投げ、捕球、
女児が25m 走、立ち幅跳びにおいて有意な相関
関係を認めたと報告しているが、今回の我々の調
査では、男女別に分けた時には最大歩数も平均歩
数も運動能力との相関は見られなかった。
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参考資料 . 運動能力測定項目の説明
測定項目名 測　　定　　内　　容

25m 走 25m 全力で走り切る時のタイムを計測する。
立ち幅跳び 前方への跳躍力を計測する。
テニスボール投げ ボールを投げる力を計測する。
連続ジャンプ 50cm 間隔に10 個のブロックを並べて飛び越えタイムを計測する。
後方ハイハイ ４つんばいの状態で後方に進み5m のタイムを計測する。
体支持 両腕で自分の身体を何秒間支えることができるか計測する。

6．結　論
本研究では、幼稚園滞在中の最大歩数と25m

走と連続ジャンプにおいて相関が認められた。そ
こで、回帰式により25m と連続ジャンプでMKS
幼児運動能力調査の評価における標準以上の水
準を目指すためには、幼稚園滞在中に25m 走は
7137 歩、連続ジャンプは5298 以上の歩数の確保
が必要であることが示唆された。
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The relationship between the step count and
athletic abilities for preschool children in the infant kindergarten
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Abstract
  We studied the relationship between the step count and athletic abilities for preschool children. The 
participants were 26 preschool children（10 boys and 16 girls）, and the step count for 5 days was 
measured. Two kinds of the maximum step count and the average step count, which was the largest in 5 
days, was measured. We examined the relationship between step count and athletic abilities. As a result, 
a correlation between the maximum step count and 25m runs and continuous jumps was analyzed.

Keywords： step count, athletic abilities, infant kindergarten children
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在宅高齢者と家族が望むエンドオブライフ・ケアを支えるための検討
　

蘭　　直美
富山福祉短期大学　看護学科

（2017.10.31受稿，2017.11.17受理）

要旨
本稿は、終末期を迎えた高齢者に対する訪問看護を振り返り、在宅における本人や家族が望む死に向け

たケア実践について報告することを目的とした。本事例では、家族の希望の揺れに寄り添いながら、家族
の介護力を見極め、病状の変化に応じたタイムリーな対応を実践した。これから多死社会を迎え、在宅高
齢者とその家族のエンドオブライフ・ケアを支えていく役割は重要である。

キーワード：エンドオブライフ・ケア，意思決定，倫理調整

1．はじめに
「エンドオブライフ・ケア（End-of-Life care）」

とは、「病や老いなどにより、人が人生を終える
時期に必要とされるケア」のことである。そし
て、亡くなる1 ～ 2 年前というような長い単位を
表し、がん以外の患者、アルツハマー病など認知
症者における倫理的課題を含めて使われたのが始
まりといわれている（文献 1）。

本事例は5 年前に認知症を発症し、ディサービ
スやショートスティを利用しながら在宅療養を続
けていたが、肺炎がきっかけで入院となったケー
スである。経口摂取が困難な状態となったが、家
族は胃瘻造設や中心静脈栄養、心肺蘇生などの延
命処置を希望せず、在宅での看取りも視野に入れ
在宅医からの紹介で訪問看護に依頼があった。

本事例報告の目的は約 3 か月半の訪問看護か
ら、本人や家族が望む死に向けたケア実践を振り
返る。

2．研究の目的
3 か月半の訪問看護を通して、本人や家族が望

む死に向けたケア実践の分析、評価を行う。

3．倫理的配慮
事例紹介の情報では、患者・家族の個人が特定

されないように配慮した。また、報告することに
関して、家族に口頭と書面で同意を得た。さらに
本報告に関して、富山福祉短期大学の倫理審査
委員会の許可を得ている。

4．実践事例
A 氏、80 歳代前半男性、現病歴は肺炎後の経

口摂取困難であった。既往歴は高血圧、高コレ
ステロール血症、認知症である。X-1 年 12 月の
ショートスティ利用中に38℃台の発熱、嘔吐が
あり肺炎にて総合病院に入院となった。絶食、酸
素投与、末梢点滴、吸引の治療を行い、呼吸状
態は安定し酸素投与は中止となった。経口摂取困
難があり家族は延命処置を希望せず、在宅の看取
りも視野に入れX 年 2 月中旬に退院した。キー
パソン・主介護者は妻でA 氏より9 歳年下であ
る。妻と長女夫婦、孫 2 人の6 人家族で、長男家
族は海外在住、次男家族は隣市在住である。入院
前からベッド上生活であったが、食事摂取は自立
しており、入浴はディサービスを利用していた。
本人は開眼し、介助者を注視することはあったが
発語はなかった。

4．1　訪問看護導入から安定期（X 年 2 月～5
月中旬頃）

１）家族の気持ちの揺らぎへの対応
家族は延命処置はしないと決めており、病院で

は1 日 1500ml の点滴が行われていたが、在宅医
の判断により在宅では1 日 500ml に減らした。し
かし、妻と接していると本当にこのまま点滴を
絞ったまま看取りを迎えて良いのだろうかとい
う疑問が湧いてきた。そんな時に訪問看護のス
タッフが「ターミナルでもないのになんで点滴
が1 本」と呟いたことがあった。退院時、延命処
置はしない、在宅での看取りを視野に入れてとい
う情報であった。しかし、るい痩が進んでいくA
氏の姿を見ながら「だんだん痩せていくね」と心
配そうに話している妻を見ていると、本当にこの
まま終末期を迎えて良いのか確認しなければと感
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じた。退院時は胃瘻造設や中心静脈栄養はしない
と聞いていたが、このまま末梢点滴だけでは余命
は1 ～ 2 か月程度であることを医師の許可を得て
改めて妻に伝えた。すると、妻は「それはわかっ
ている。今までは施設や病院で何をしているかわ
からず心配だったが、今はあなたたちが状況を説
明してくれるのでとても安心できる。このまま
お父さんと別れたら後悔する。介護に慣れたし、

（自分は）お父さんより9 歳下で、まだ頑張れる。
（自分の）姉を引き取って家で面倒を見ることが
できたのもお父さんのおかげで感謝している。で
きるだけのことはしたい」と話してくれた。妻の
話を在宅医に相談すると、中心静脈栄養を勧めて
みようということになり、妻に説明すると了承が
得られた。ポート造設目的で再入院したが、血小
板減少により中心静脈栄養の適応外であった。今
後末梢点滴が困難になることが予想されるので、
その場合は皮下点滴をすることも視野に入れ在宅
に戻った。この結果に妻は「仕方がない。でも、
お父さんの苦痛がないように精一杯のことはした
い」と話していた。

このようにエンドオブライフの時期にある家族
は本人の病状の変化により気持ちが揺らぎやすい
ため、その都度意思を確認し、介護力や医療の必
要度を見極めることが必要である（文献 2）。妻
は夫のことを「口数は少ないが、人の嫌がるこ
とを黙ってやるタイプで、絶対に人の悪口は言わ
なかった。叩かれることもあったけど、それは私
が生意気だったから」と語り、私を風呂場へ案内
し、「これはお父さんが全部材料を調達して40 年
前に一緒に作ったのよ」と説明してくれた。死の
迎え方の高齢者の意思は、長年の培われた価値観
や人間関係の影響を受けるため、生活や人間関係
を歴史構造的に捉えるアセスメントが重要となる

（文献 2）。このことを踏まえ、長年の夫婦関係を
理解し、妻の思いに寄り添い、意思表示を引き出
すことができた。

２）栄養に関して
A 氏は、病院では経口摂取困難と判断された

が、嚥下造影や嚥下内視鏡による診断ではなかっ
た。そこで、妻や在宅医、チームスタッフと話し
合い、経口摂取を試みたが、口腔期の咽頭への送
り込み困難、咽頭期の嚥下反射の遅延があり、誤
嚥のリスクが高いと判断し、経口摂取は中止し
た。

退院後、末梢点滴はKN3 号 500ml 1 本を行っ
ていたが、3 月初旬にタール便が続き消化管出血

が疑われるため、在宅医に相談しKN3 号 500ml
内にザンタック 2A が追加になった。4 月中旬よ
り38℃台の発熱が続いたが、肺炎や尿路感染など
の徴候はなく、脱水によって電解質のバランスが
崩れ体温調節機能が乱れていることによる発熱だ
と考え、在宅医に相談しソリューゲン F500ml が
追加となり、発熱は見られなくなった。

退院後、両足背部のみに限局していた浮腫は5
月には右上肢や腰部にも拡大した。低栄養（3 月
TP5.7g/㎗→ 4 月 TP4.9g/㎗、4 月 ALB1.8g/㎗）
と腎機能低下（3 月 BUN8.6㎎ /㎗→ 4 月 BUN5.9
㎎ / ㎗、3 月 Cr0.53 ㎎ / ㎗ → 4 月 Cr0.54 ㎎ / ㎗）
も進んでいた。エンドオブライフの時期になると
心臓のポンプ機能が果たせなくなり、血液を送り
出す能力も低下するため体の各部にうっ滞が起こ
り浮腫が起こりやすい。また、腎機能の低下や各
臓器に水分が停滞すると尿量も減少する。肺に血
液のうっ滞や水分が貯留することで、呼吸困難感
を生じることにもなる。よって、輸液量を増やし
ても体に吸収されるより浮腫となり、呼吸困難
も生じるため、過度な栄養・水分補給はA 氏に
とって苦痛が大きいと考えた。A 氏の体重を30
㎏と推定すると水分摂取の目安として25ml × 30
㎏ =750ml/日となる。また、水分出納を考慮した
水分摂取量の目安を判断するため、尿測をしたと
ころ、1 日 400ml 程度であった。妻に身体状況に
合ってない輸液はA 氏にとって苦痛であることを
伝えると、妻は「こんなに浮腫んでいるからそう
やよね」と納得したものの、「口は乾かないのか
な」という発言もあった。在宅医やチームスタッ
フとも情報を共有し、点滴は尿量や浮腫の程度を
勘案し適宜減らしていくことにした。

口渇に関しては、A 氏が好きだったお酒をスポ
ンジブラシに含ませ、A 氏の五感を刺激する方法
で口腔ケアを行った。また、棒つき飴を使用した
口腔ケアでA 氏の満足感を与えることや唾液を促
し口腔内の乾燥の軽減を図ることで口腔内の環境
を整え、肺炎の予防に努めた。唾液で誤嚥しない
ようにギャッチアップをして、終わった後はスポ
ンジブラシで唾液のふき取りを行った。

３）皮膚の状態に関して
退院時、A 氏の会陰部には発赤がありカンジダ

症と診断されて病院ではアズノールを塗布してい
た。訪問看護導入後も継続したが、改善が見られ
なかった。カンジダ症には抗菌剤であるラミシー
ル軟膏が適切だと考え、医師に相談し変更した
ところすぐに改善した。また、治療による脱水傾
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向や加齢による皮脂分泌の低下から、全身の皮膚
が乾燥し落屑があった。油膜保護効果があるワセ
リンやベーテルローションを使用し、全身の皮
膚トラブルはなくなった。しかし、4 月下旬頃よ
り低栄養による皮膚の脆弱や血小板低値による易
出血より、仙骨部に褥瘡深達度Ⅰ度の発赤や下腿
部に皮下出血が見られるようになった。5 月初旬
に担当者会議が行われ、体圧分散マットの変更を
行い、福祉用具で体位変換枕を貸し出しし、ポジ
ショニングの工夫で除圧を図った。妻の希望もあ
り6 月から訪問入浴を週 1 回から週 2 回に増やし
皮膚の保清を強化した。また、在宅医に相談し、
仙骨部にはハイドロサイト、下腿部はフィブラ
ストスプレーが処方された。毎日浸出液の有無な
ど創部を観察し、適切な処置を行うことで、現在
の皮膚損傷を改善し、新たな褥瘡や皮膚障害が発
生しないように努めた。訪問入浴が週 2 回に増え
るとA 氏の介護保険の限度額が約 3000 単位を超
え自己負担が発生するので何か方法はないかと介
護支援専門員より相談を受けた。A 氏は非がん
であるため厚生労働大臣が定める疾患である末期
癌のように訪問看護は医療保険にはならない。し
かし、全身状態の悪化から急性増悪な状態である
ため特別指示書の交付を在宅医に依頼し、月初め
から14 日間の訪問看護を医療保険にすることで、
介護保険による自己負担がないように調整した。

4．2　臨死期から亡くなるまで（X 年 5 月中旬
～6 月初旬）
臨終が近づくと脱水や感染により発熱の頻度が

増し、傾眠傾向が増える、喘鳴が増える等、全身
状態が変化していくことが予測される（文献 1）。
A 氏の妻には今後死に向かう変化をパンフレット
で説明し、いつ別れの時がおとずれてもおかしく
ないことを医師の許可を得て伝えた。そして、心
残りがないように家族との時間を大切にすること
や会わせたい人がいないか確認した。すると、妻
は「近くの人は全員来てくれたけど、海外の子

（長男）は帰国が難しくて無理みたい」と答えた。
そこで、スカイプを利用した対面を提案した。A
氏の長女や次男の協力も得て、A 氏と長男はスカ
イプを介して最期のお別れが実現した。

5 月下旬頃よりオムツ交換ごとに便が出ている
状態で1 日尿量も200g 前後と少なくなった。末
梢からの点滴はそれに応じて250ml 程度に減ら
した。妻は「まだ、熱が出ていないからいい。病
院の先生から色々乗り越えないとあっちに行けな
いと言われている」と話していた。6 月に入って

からのバイタルサインは体温 32 ～ 37℃台、脈拍
60 ～ 72 台 / 分、血圧 58 ～ 72/40 ～ 48㎜ Hg、呼
吸 14 ～ 22 回分で推移、酸素飽和度は測定不能、
チェーンストークス呼吸が見られるようになっ
た。排尿や排便はなく両肺野水泡音があり、全身
性の浮腫や背部、仙骨部、下腿部、踵部の褥瘡
は悪化し、ハイドロサイドでのケアや体圧分散
マットの調整を図った。

最期までA 氏の尊厳が保てるように、褥瘡・
皮膚損傷の悪化防止や予防、拘縮予防に努めた。
臨死期に近くなると皮膚の脆弱性が進むことか
ら、皮膚損傷のリスクが高くなる。輸液量を調整
し浮腫が増強しないようにし、特に著明であった
右上肢の浮腫を福祉用具の活用で軽減できるよう
工夫を図った。訪問では関節可動域を動かし拘縮
が進まないようにした。5 月下旬には入浴は身体
的な負担も大きいことから訪問入浴では清拭と陰
部洗浄を行った。その後、訪問看護が念入りに褥
瘡処置を行った。

点滴に関しては、医師、訪問看護師、訪問入
浴のスタッフで考え方が異なり、関係者の言葉に
妻は翻弄されていた。終末期の脱水は脳内のエン
ドルフィンやケトン体を増加させ、鎮痛・沈静
効果をもたらすといわれている（文献 3）。この時
期のA 氏は腎機能や心臓のポンプ機能の低下に
より点滴をしても体内で処理できない状態で、点
滴によって喘鳴や浮腫がさらに強くなることが予
想された。6 月に入ると尿が全く出なくなった。
点滴を続けても喘鳴や浮腫が強くなるので医師や
訪問入浴の看護師に点滴中止を勧めたが、医師は

「点滴を減らしても浮腫が良くなるわけではない。
これは治療だから」、訪問入浴の看護師は「点滴
は治療だから」という返事であった。妻もその意
見に従い、完全に点滴を中止することができな
かった。

妻はA 氏の介護で睡眠不足が続き体調を崩し
肺炎になり外来通院で抗生剤の点滴をしながら介
護を続けていた。妻の身体的な負担を軽減するた
めに人員に余裕がある時は2 人で訪問するように
した。こんな中、ちょうど点滴が漏れて差し替え
が必要になった。この時、次男も同席しており、
妻には説明してあったが、改めて次男もいる前で
今のA 氏にとって点滴は医学的に益がなく、点
滴しない方がA 氏にとって苦痛が少ないことを伝
えた。しかし、ご家族の意向も大切なので、点滴
の中止はご家族でよく考えて決めて欲しいと付け
加えた。その結果、妻も次男も点滴しないことを
選択し、亡くなる前 2 日間は実施しなかった。そ
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れによって喘鳴は少なくなり6 月初旬早朝、穏や
かに最期を迎えることができた。点滴をしないと
決めた日は日曜日で、在宅医と連絡が取れなかっ
たので、翌日に点滴しないことを報告すると「末
梢点滴が駄目なら皮下点滴をする約束だったのに
…」と不服そうであったが、それ以上何も言われ
なかった。亡くなった直後、妻は「点滴をしなく
て良かったと思う。点滴をやめてから静かになっ
て穏やかだった」と話した。死後の処置は家族全
員が参加し、おしゃれなA 氏のために洋服を選ん
で下さった。家族が笑顔で遺影の写真を選んでい
る姿を見て、お別れの時間が十分に持て後悔がな
い最期を迎えることができたのではないかと感じ
た。

5．評価とまとめ
A 氏の事例では、終末期における家族の意

思決定場面に2 度立ち会った。1 つ目はポート
造設のための再入院、2 つ目は点滴中止の判断
である。どちらも倫理的な問題を含む重要な
場 面 で、GCNS（Certified Nurse Specialist in 
Gerontological Nursing）として常にA 氏にとっ
て何が最善か考えて倫理調整を図るようにした。
家族の思いが優先されやすいが、「A 氏だったら
どう思うか」という考え方で話し合いを重ねるこ
とが必要であった。倫理的な問題を解決するため
には、倫理調整のみならず疾患についての知識、
実践力、多職種との調整力も必要となる場合も少
なくない（文献 4）。今回の場合、関係職種で価
値観や意見が異なり、特に点滴中止に関して在宅
医や訪問入浴の看護師は抵抗感が強く、伝えてい
くタイミングの難しさを痛感した。在宅医は「自
分の考えは古いからA 氏との関わりで新しいこと
を学びたい」と私や妻に話しており、もう少し早
い段階で根拠を強く示せば理解を示してくれたの
ではないかと考える。

本人や家族が望む死に向けてケアを実践して
いくには、本人や家族の希望の揺れに寄り添い
ながら、家族の介護力を見極め、病状の変化に応
じたタイムリーな対応が求められる。これから多
死社会を迎え、在宅高齢者とその家族のエンドオ
ブライフ・ケアを支えていく役割は重要であり、
GCNS はより複雑で困難な事例に関わることが多
くなる。その役割を果たしていくためには、関
わった事例を丁寧に振り返ることが大切である。
幅広いケアをチームで考えていくためにデスカン
ファレンスを積極的に開催することも必要であ
る。在宅でGCNS として働く訪問看護師として、

常に本人、家族の代弁者となれるように地域の課
題に取り組んでいきたいと考える。
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The practice to support the end of life care desired
the elderly persons and their family

Naomi RAN

Nursing Subject，Toyama College of Welfare Science

Abstract
For coming the multi-death society, the support for the end of life care of the elderly persons at home 

and their family are more and more important.
In this paper, the care desired from the elderly persons at home and their family is analyzed and is 

clarified from the visiting nursing practice for the elderly persons in final end period.
The timely care corresponded to the change of medical condition was realized in this practice by 

supporting the family shaking the making decision and determining the care ability of family. 

Keywords : end of life care, making decision, ethic adjustment
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第8回共創福祉研究会講演
2017 年 9 月 2 日 （ 土 ）

今なぜアクティブラーニングか―社会的背景とその用語の持つ意味―
　
京都大学高等教育研究開発推進センター教授

教育学研究科教授
溝上　慎一　氏

あらためまして、京都大学の溝上です。よろし
くお願いいたします。何度か私の話を聞かれた方
も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。
私の話の基本は、生徒、あるいは大学でいえば学
生が、仕事社会に力強く出ていくときに必要なこ
と、力を付けないといけないことが、学校の中で
きちんとなされているのか、そこを見直していっ
て、足りない部分として、その最たる学習、教授
学習としてアクティブラーニングがある。
そして、何よりも望ましい学習とか、いい授業
をつくろうとか、そんな小さい話ではなくて、私
たちが育てている子どもたち、あるいは、生徒、
学生を力強く、今、日本はどんどん衰退していっ
ていますけれども、また他方で、いろいろ頑張っ
ているところもありますけれども、でも、やはり
しんどくなっていっているのは間違いなくて、そ
こに力強く送り出していけているのかという問い
直しですね。これを、私は教育の社会的機能の見
直しと呼んでいるわけです。今日はそういう話を
ちょっといたしますけれども、ここに尽きます。
私は、それを大きくキーワードでいえば、アク
ティブラーニングであり、そして、トランジショ
ンです。学校から仕事社会へのトランジション、
移行の問題として大きく議論しています。
もうこの話を違う角度で、あるいは、いろいろ
な違う事例とか、話とかを使って同じことを話し
しているだけなので、すみません、もう何度かお
聞きになっている方は本当に確認をしてくだされ
ばと思います。
小学校とか、中学校の先生方もいらっしゃるか
もしれません。私の話はどうしても大学とか、高
校とかの話が中心になりますが、ただ私は小学校
とか、中学校の研修にも結構出ていまして、そう
いう先生方の場でいつも申し上げているのは、小
学校、中学校の話はいくらでも研修があると思い
ますけれども、その小学校、中学校の先生が、高
校とか、大学とかで、先々起こっていることを知
る機会が多分ほとんどない。

その先を知ってほしいのです。なぜなら、小学
校、中学校で、例えば、育て損ねたといったら乱
暴な言葉づかいになりますが、アクティブラーニ
ングの特に目立ってくるポイントであるペアワー
ク、グループワーク、プレゼンテーションみた
いな、いろいろな人と関わって、一緒に学習課題
に取り組むとか、こういうことは仕事社会の中で
はたくさんあります。個人の能力がいくら高くて
も、そこを嫌がるとか、声が出ないとか、自分で
思っていることをいろいろと口に出して言えない
とか、こういうことが高校、大学になってたくさ
ん出てきます。
それが、小学校、中学校を見ていて、既にでき
ない子がいますよね。その小学校、中学校の先生
たちが、もっとその子どもたちのそういう姿に意
識を向けて、おとなしくても、自分の言いたい
ことを、声が大きくなくても、聞こえる程度で頑
張って言うとか、もっと指導してくれたら、高
校、大学ではもっと、もうちょっと何とかなる、
そういうふうに思われる生徒、学生がたくさんい
ます。
そこを小学校、中学校の先生たちを見ている
と、元気な生徒たち、子どもたちに全体の雰囲
気が、ある意味支配されて、よくやっているよみ
たいな感じで、そういう子どもたちが見逃されて
しまっている現場を、私なりには何度も見ていま
す。
そういう意味では、アクティブラーニング一つ
取っても、グループワークとか、プレゼンテー
ションとか、そんなことの活動という単位で落と
せば、それは、小学校はよくやっていると、そん
な話になるかもしれませんけれども。中学校、高
校、大学、社会につなげていくために力を付ける
ための協働の学びであったり、活動であったりを
入れているかとなってくると、とても怪しい。こ
ういう話に尽きます。
今日はこういう副題をいただいて、少し活動を
やればOKみたいな、現場の話だけではなくて、
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理論的、学術的な社会的背景とか、学習とはそも
そも何だみたいな話もしてほしいと言われていま
すので、90 分限られた時間ではありますけれども
お付き合いください。

まず、今日はこういう感じで用意しています
が、お断りです。私は、最近、ウェブサイトで

『教育論』というページをつくっています。本で
いろいろ出していくのは、もちろん、これからも、
今までもあります。

とにかく、施策はだいたい出そろいましたけれ
ども、実は、皆さん知っていますか。今回の「学
習指導要領改訂」は2030 年社会を念頭に置いて
進めてきましたけれども、今、2040 年社会が議論
をされているのを知っていますか。私も中教審の
委員ですけれども。私の中では21 世紀後ろまで
いっていますので、これから、今、生まれてこよ
うとしている子どもたちの未来も含めて、先々考
えていくのは私みたいな、ちょっと大きなところ
を見ている学者にとっては大切な課題でありまし
て、もちろん、日本の政府としては、今の場当た
り的な状況だけを見て、どうのこうのと言ってい
るわけにはいかないので、そういう先々を見て、
早く現場が先に対応していけるように、転換をし
ていけるように、こういうふうになるわけです。

そういう中で、私も教育を考えていますので、
とにかく本は書いて、皆さん、書かれたことがあ
る方は分かると思いますけれども、書いて、だい
たい出るのに、どんなに早くても半年かかります。
この半年の間に進む事柄が多くて追い付かない。
だから、本は出すのですけれども、その手前で、
結構、アップデートして出しています。

過去に書いたことでも、細かいところで、これ
はもうちょっとこういうふうに言わないと分から
ないなとか、そういう修正もいろいろしています
ので、今日、話をすることの中で言葉で、文章で
もうちょっと勉強したいという方は、ウェブペー
ジを見てください。下に結構対応、どこに書いて
あるかが書いています。

ですから、今日は非常に抽象度の高いアクティ
ブラーニング、あるいは、トランジションですか
ら、私の話も非常に抽象的な用語、考えが出ると
思います。だけど、本を読むよりも、私の声で話
し言葉で聞いて、理解していただくほうが絶対に
早いと思うので、ポイントをつかんで、細かいと
ころは文章を見ていただく、こういう感じで今日
はお過ごしください。

アクティブラーニングですね、この中にはご存
じの方がいらっしゃると思いますけれども、これ

は施策で、中黒があるないといって皆さん思って
いる方がいらっしゃいますよね。私のアクティブ
ラーニングはないものです。政府のものが、中黒
があります。

私はアクティブラーニングの専門家ではなかっ
た、今もそういうつもりはなくて。大学でいえば、
4 年間、6 年間がただただ大学のブランド、ある
いは、大学の4 年間はろくに学びもせず、それで
もいい大学を出たら会社が拾ってくれる、そうい
う時代から、どう4 年間成長して、そのために大
学はどういう学びの機会をいろいろ与えて、学生
たちを自分たちの届かないところに、1 歩でも2
歩でも引っ張ってあげられるような教育をしてい
かなければいけないということをずっとしてきま
した。

私は、この大学教育改革に、私の京都大学のセ
ンターの助手になって以降の年数ということにな
りますけれども、もう22 年目になります。初め、
1990 年の半ばぐらいに京都大学で助手をして、こ
ういう大学教育とか、改善とかいったときはすご
かったです。授業改善と言うには、すごく恐ろし
い雰囲気を出す旧帝大というか、戦前の旧帝大の
教授みたいな雰囲気を出す先生がまだごろごろい
らっしゃいまして、授業改善なんか恐ろしくて言
えなかったというのがありました。

そんな京都大学でも、今は研修を普通に教授で
も受けるような、そういう時代になってきました。
世の中、こうですね。それが、大学教育だけの世
界ではなくて、だんだん高校、中学、小学校と下
りていって、学校全体の改革につながっていきま
す。そこを通底する言葉として、アクティブラー
ニングというのが出てきています。

大学の中でアクティブラーニングと入れたの
は簡単な話で、講義科目というのが多いのです、
4 年間の中で。その中で、まさにこんな感じです

（スライド）。聞いているだけで、2、3 年ぼうっ
とやって、演習科目とかがあるにしても少しで
しょう。卒業生に聞いても、思い出に残っている
のは卒業研究とか、ゼミとか、大学は4 年間いろ
いろあったのですよと言いたくなるような状況が
出てこない。

そういう中で、世界的に学習論としてもありま
すけれども、聞いたら出す、頭の中でいろいろこ
ういうふうだ、ああいうふうだと思っていても、
出してみると、自分の言葉で人に理解を出そう、
伝えようとしたら、言葉が出てこないとか、うま
く説明できないとかというのは結構あります。

だから、情報処理の観点からも、インプットの
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処理とアウトプットの処理は違うのです。聞いて
いるときは、それを聞いているだけですけれども、
出すときは、自分のこれまで学んだこととか、い
ろいろ疑問に思うこととか、出していてぴんとこ
ないとつながらないことが、ここに思考のステッ
プがあるわけですけれども、入れるときの情報処
理と、出るときの情報処理と違うのです。それ
が、人の理解の深さをつくっていくこともありま
す。

だけども、そういういい学習論だけではなくて、
しっかり4 年間学んで成長していく、学びと成長
と私が呼ぶような、そういうパラダイムに入れて
いかないといけない。

そういうことで、2006 年ぐらいに、アメリカで
しっかり定義がなされて始まったアクティブラー
ニング論というものを日本に紹介しました。その
ときに片仮名で入れました。

初めは、主体的学びとか、能動的学習とか訳そ
うとしましたけれども、これはあかんとすぐに思
いました。こんな訳し方をしても、現場の先生た
ちはこの言葉を山ほど聞いてきている、まああ
れかと思いますよね。それでは、全然改革になら
ない。もっと大学とは、あるいは、学校とは、そ
して、仕事から見た、先ほど言った学校の社会的
機能の転換というか、見直しということを背後に
課題をたくさん持っています。勉強をしてもらわ
なければいけないです。何でアクティブラーニン
グがいるのか、何で協働的な学習は強調されるの
か。そこで私は片仮名にしたのです。

後で政府が中黒を付けてきましたので、2012 年
には「質的転換答申」という大学教育の答申が出
まして、そこでアクティブラーニングが大学教育
の中で施策化されました。高校とか、中学校とか
の先生方にとっては、それは2014 年から前々々
文部科学大臣が諮問をして、中教審で取り組んで
いって、そして、先ほど学長がおっしゃったよう
に、この3 月学習指導要領改訂が小中学校になさ
れて、高校ではこの年度ですね。

大学の中でアクティブラーニングが片仮名で今
も使われておりますけれども、小中学校の先生た
ちにはアクティブラーニングは非常に分かりにく
くて、主体的・協働的な学びの置き換えがすぐに
論点整理から始まりました。

そして、1 年間審議の中で、何か活動をやって
いればいいのでしょうみたいな、私からすると、
何でそんなことを普通に平気で言えるのかなと思
うような現場が、でも、実は結構あって、それは
やはり深い学びというものを入れておかないとや

ばいということで、皆さん、ご承知のように主体
的・対話的・深い学びとなったわけです。

べつに、片仮名を置き換えて使おうとしている
かといって、完全に置き換わっているわけではあ
りませんし、本当はアクティブラーニングをもっ
と違う言葉で置き換えるのだったら、主体的・対
話的・深い以外にもこういうものがあるだろうと
いうものが幾つかあるのです。ただ、文部科学省
としてはこれでいきたいと、私もずっと聞いてき
ました。

学習指導要領には片仮名が消えましたけれど
も、その後 6 月ぐらいに学習指導要領解説が出ま
したよね。そこでは入れる、答申につなげて、答
申まではきちんとアクティブラーニングの視点
と、主体的・対話的・深い学びというのを括弧付
きで両方見せていくと。学習指導要領は文部科学
省だけでは書けませんので、いろいろと法的な
チェックがあって、どうしても書けない、それは
もう2 年ぐらい前から聞いていましたので、それ
は予定通り。ただ解説を、また文部科学省が書き
ますので、解説で答申に合わせて入れます。こう
いうかたちで、結局は頑張って残してくれてい
る。

何といっても、主体的、対話的、深い学びだけ
では分からないです。アクティブラーニングとい
う言葉でいってくれると、大学とつながりますの
で、学校教育全体の改革になります。

そういった中黒あるなしの話も、このウェブサ
イトには書いていますので、ちょっとイントロダ
クションが長くなっていますけれども、ぜひ、気
になる方は見てください。

今日、ちょっと抽象的な話も入りますので、最
初にビデオを見ておきます。私が、横浜市にある
桐蔭学園で、このアクティブラーニングのモデ
ル校として指導している学校があります。ここは
幼稚園から大学、大学院まである総合学園です。
そこの中学校、高校を指導しています。

もう3 年目になりますので、アクティブラーニ
ングというのは、実は学校の中ではそんなに課題
ではありません。むしろ、しっかり学習が深ま
り、そして、政府の言葉でいえば資質能力がしっ
かり育っていくような授業とか、学習指導とかい
うあたりが課題になっています。

そういうビデオを、イメージをいろいろ持って
もらうためにお見せしようと思います。これは
YouTube に上がっていますので、全てで12 分ぐ
らいあるビデオですけれども、全部見せませんけ
れども、見たい方はどうぞYouTube で「桐蔭学
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園」「アクティブラーニング」と入れたら出てき
ます。

今日は2 年目のものをお見せしようと思います。
今、この人たちは受験を迎えていますけれども、
中 3、高 3 になっていますかね、その部分を見て
もらおうと思います。では、私のナレーションも
入りますけれども、イメージを持つために見てく
ださい。

（ビデオ上映）
これは何を言っているかといったら、これは2

年目のビデオなので、1 年目に桐蔭学園はものす
ごく頑張れたのです。全先生がアクティブラーニ
ング型授業にしていくのは必須だと、それはすご
く泣いた先生もいましたよ。だけれども、みんな
頑張ったのです。何で頑張れたかという1 年間の
振り返りを、私が冒頭でしているのです。

ポイントはたくさんあったのですけれども、一
番決定的なのは4 月の1 週目、2 週目で、そのと
きに私も結構最初はイントロダクションしました
し、生徒たちにも「やるよ」と言って、「先生た
ちも準備万端だからね」と言って、いろいろふっ
かけて。「先生たちも1 週目、2 週目はすごく気合
い入れてやってください」「ここでこけたら1 年
間こけます。最初が肝心である」と。結構、雰囲
気をぶわっとつくったのです。

そのときに起こったことは何かといったら、生
徒がすごく頑張ったのです。先生も頑張った。そ
して、生徒がいろいろ発言とか、考えとかを出し
ますよね、まさにアクティブラーニングですか
ら。そうしたら、桐蔭学園はチョーク & トーク
がんがんの学校だったので、ずっと中学校から教
えてきて6 年間育てていますので、中学校から見
てきたあの生徒がこんなこと考えていたのかと、
いつもぼおっとしていて、何か分かっているか分
かってないかよく分からない子が、実はすごく深
いことを考えていて、先生がその生徒の出してく
ることに感動するわけです。もちろん失望もあり
ます。

これをよかったと思うことが結構あったので
す。それをメーリングリストに、先生たちに報
告するようにしていたので、たくさん出てきたの
です。もっとやったらもっとできる、その経験が
あって、先生たちは頑張っていくことができたの
です。その話をしているわけです。

（ビデオ上映続き）
はい、ありがとうございます。全部見てしまい

ましたね。途中やめようかと思ったのですけれど
も、最後の研修しているシーンを見てもらおうか

なと思いまして。
今はアクティブラーニングそれ自体の研修は、

そんなに激しくやっていませんけれども、初年
度は2 週に1 回ぐらいやっていました。先生方は
週、徐々に2 週に1 回、月に1 回と、だんだん長
くしていきます。授業の報告、こういうふうに
やって、こういうふうに生徒がと、こういうふう
にやったらうまくやった、こういうのは失敗し
た、これを全先生たちで共有していく。ビデオも
結構ドロップボックスみたいなところで共有して
いて、ほかの先生の授業も見られるし、見に行っ
てもいいし、参観の授業週もつくりました。

とにかく、1 年目、2 年目ぐらいの途中までは
かなりやりました。そういうシーンが一部映って
いたと思います。

データの話をしていきます。アクティブラーニ
ング論は、非常に見た目はグループワーク、プ
レゼンテーションですけれども、その背後に見て
いるものはいろいろあります。そこをやはり理解
しないと、何のために、こういう活動を授業に入
れていくのかということが理解されない。

このデータは、これもウェブサイトに結構あり
ますのでポイントだけです。先生方に一つ一つ、
中の小さい字を見えるように置いていませんので、
すみません、話でポイントだけ聞いてください。

まず、これは、高校 2 年生を2013 年度から4
万 5000 人、全国 400 校を、富山県も幾つか参加
していただいていますけれども、高校生を10 年
間追いかける調査をしています。2013 年に高校 2
年生ですから、今現役で大学へ入った生徒は大学
3 年生になりました。

ここでお示しするのは、高校 2 年生のときの資
質能力を、4 つの得点を出して、同じ生徒が大学
生になって、大学 1 年生の秋、11 月、12 月ぐら
いに同じ内容の資質能力のテストをやって、その
変化がどれぐらいあるかということで、トランジ
ション、移行の問題がどれぐらい起こるのかとい
うことを見ているデータです。

私は、こういうデータがどんどん出てこない
と、学習指導要領改訂を初め、トランジション
の学校改革は成立しないとずっと思ってきまし
た。全国の大学生の状況とか、姿とかというの
が、本当に全国レベルで見えるようになってきた
のは2007 年ぐらいで、私のグループが一つ、東
京大学、同志社大学、全国で3 つぐらい大きくそ
ういう研究者のグループがありました。たぶん、
今ずっと続いているのは私のところだけだと思い
ますけれども。ずっと大学生の全国データを続け
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ているのです、全国調査を。
その中で、それを使って、各大学で個別の状況

も見ていく。
そういうものの中で徐々に見えてきたのは、大

学 1 年生は初期値が非常に大きいということで
す。だから、1 年生でいい感じで入ってきて、こ
れは何がいいかというのは後で付け加えていきま
すので、今は漠然と聞いていただいたらいいと思
います。いいかたちで入ってきたり、あるいは、
いい感じで育ってきた学生は、4 年間結構そのま
まいきます。いい感じで伸びていきます、伸びて
いくというか、いい感じで頑張っていきます。

ところが、入ってきたときにしんどい学生が、
では、途中でいい感じで復活してくるのかといっ
たら、復活してこないわけではないのですけれど
も、すごく割合は少ないのです。

授業の受け方から、日常の過ごし方から、すご
く初期値の問題は大きくて、いい学生は授業の受
け方も、自分の勉強になるようなものを取った
り、あるいは活動でも、ただ日常を面白く過ごし
たりするような、そんなことだけではなくて、何
か自分が成長するような、いろいろ人と出会える
ような場にどんどん自分で行く、そういう授業を
取っていくとか、あるいは、社会活動で、何でも
いいですよ、ボランティアでも、どこか講演会に
行くとか、そこで知り合った人といろいろ話すと
か、とにかく活動の仕方が違うのです。もちろん
読書とか、授業外できちんとするか、そんなこと
もあります。

そういうもろもろのポイントを持っている学
生、持っていない学生が、4 年間の成長に結構効
いてくる。それが4 年間でなかなか変わりにくい
ことが、もうだいたいこの2007 年からの全国調
査の中で、あるいは、それを個別の大学にいろい
ろと落としていく中で、そして、京都大学も全然
例外ではなく、分かってきていたわけです。

そのときに、次の問いになってくるのは、で
は、その入ってきたときのいい、悪いという、そ
の入ってくる状況はどこから始まっているのかと
いうことです。

だから、当然、高校ではないかと。高校 2 年生
ぐらいの秋ですね、まだ本格的に受験が始まって
いない、そういうところの、できるだけその生徒
の普通の姿が現れるようなところで調査を行い、
その同じ生徒を10 年間追いかけていく中でどれ
ぐらい動くのかと、そういうことをやっていかな
いと、大学の教育もよくならないし、後で見せま
すけれども、出口が結構しんどくなっているわけ

です。
そういう問題を解決していくためには、データ

が要る。
このデータのおかげで、私はアクティブラーニ

ング論を通していく非常に大きなポジションを得
ていますし、当然、政府にもこれを見てもらって
いますので、その大きな根拠になっています。資
質能力と政府がいう言葉はトランジションです
ね、つまり、社会に向けて能力が必要だといって
いるその話は、実はトランジションの問題です、
学術的には。

この図が何をいっているかといったら、これが
高校 2 年生のときの高、中、低と分けたもので
す。次の図で、共分散構造分析という統計の図で
説明しますが。まず、一般向けにつくり直してい
るこういう図を使って、結果を説明します。

高校 2 年生の段階で、大きく4 つの資質能力の
得点を出しています。1 つは、他者理解力といっ
て、人の話をきちんと聞いたり、いろいろな人の
話をきちんと聞けたり、非常に人として基本的な
態度です。それから、計画実行力と呼ばれる、要
は、進学校に多くいる生徒です。課題にきちんと
取り組むとか、忍耐強く勉強するとか、そういう
ことです。もう一つが、社会・文化探究心、これ
はいいですね、社会とか、文化とかに関心を持っ
て、いろいろ開かれていくというか、開かれた志
向性を持っているということです。最後が、コ
ミュニケーション・リーダーシップ力。

これはアクティブラーニングにすごく関係して
います。要は、議論することができて、発表する
ことができる。これは対話力と、他者理解力と
か、普通でいうおしゃべり能力とは違います。授
業の中で、あるいは、学習課題として発表した
り、議論したりするのは、知識とか、情報とかが
媒介しますので、いくら元気ですごくおしゃべり
が得意な人でも、ものを知らなかったり、ある単
元について理解がなかったら議論ができないです
よね。ほかの人がいろいろと言っていることに対
して、自分はここは分かるけれども、ここは分か
らないということは言えませんよね。だから、こ
れは、非常に学力の、私たちがこれまで取ってき
た教科とか、そういう学力にかなり近い力です。
当然、こういうものと相関はそんなに高くありま
せん。

だから、私は、こういう学習指導要領改訂の前
に、高校の先生方に大学へ入ってからの1 年生の
初期値が非常に大きくて、先生たちがしっかり、
大学とか、仕事社会とかにつなげるように育てて
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くれないと、ただ大学へ入れて、後はお願いしま
すと言われても、育っていませんという話をずっ
としてきて、そして、高校の先生方はすぐに受験
の話をするのです。

そんな中で、文部科学省も今回、入試の改革を
やって。でも、あんなのはほんの小さなもので、
あんなものがいくら仕上がっても、本当にそれで
教育が変わるかどうかは、現場の良心だと、私は
思っていますが。

いずれにしても、大学受験があるからといつも
言うのです。他方で、高校 3 年生で私たちは仕上
げていますので大丈夫と、これもたくさん聞いて
きました。もうぼろぼろにされながら、2014 年ぐ
らいから説いてきたわけです。本当、こういう高
校の先生に、大学の状況を伝えて、大学だけで育
てたいけれども、大学だけでは無理だという話を
ずっとしてきて、終わった後は、もうぐったりし
ながら、今日も来なければよかったと思うような、
そんな機会も山ほどあります。それでも、ずっと
今に至って、忍耐強く続けてきて、途中で政府が

「学習指導要領改訂」と引っかけましたから、随
分話は前に進みましたけれども、でも、そういう
ことがずっとありました。

高校 3 年生で仕上がるという話をちょっとした
いのです。私は違うと言ってきました。何でかと
いったら、高校 3 年生の受験のときに仕上げてい
る力というのが、大学とか、仕事社会とかで求め
ている力と違うからですよね。問題が解けて、記
憶が、いろいろ理解があって定着して、それをき
ちんと出力できて、問題に合わせてできていく、
そのために忍耐強くいろいろと取り組んでできた、
できないということを1 年間やる、それがすごく
大変なことは重々分かった上で言っていますが。

でも、それぐらいではないですか。そこで、べ
つに議論するわけではなければ、発表するわけで
もなく、いろいろな人たちに出会ってくわけでも
ない。そういうことが、高校の先生方とすり合わ
せられないという問題がありました。本当に歯が
ゆい。

そういう中で、高校 2 年生と高校 3 年生、大学
1 年と同じ学生を追いかけていって、どれぐらい
つながるかという調査が、河合塾の支援によって
ようやくできるようになったのです。これはもう
大変でした、本当に。でも、全国の高校が400 校
参加してくれたことも大きな支えになりました。

これは、この4 つの得点を4 つの次元において、
高中低群と分けます。同じ基準で、大学 1 年生の
秋ですね、同じ基準で低群、中群、高群と分けま

す。どれぐらい動くのかというのが、ちょっと分
かりにくいのですけれども、この図です。これを
クロス集計したものです。

低群から低群、中群から中群、これは得点が
こっちになっていますけれども、高群から高群、
こういうものが移動なし、変わらないというもの
です。同じ感じで4 つの次元を出していく。それ
を計算すると、次元によっては違うのですけれど
も、だいたい47 ～ 48% から、60% ぐらいの人は
移動しないという結果です。つまり、低群の人は
低群のままで大学 1 年生の秋になる。中群の人は
中群、高群の人は高群。いや、そうだろうと思い
ますよ。

私、大学 1 年生のもう20 年以上たっている大
学生、私は京都大学だけを見ている立場ではあり
ませんので、全国の大学教育改革をけん引してき
た、私一人ではもちろんありませんけれども、そ
ういう仕事をやってきているわけですから、いろ
いろな大学の1 年生、あるいは、2 年生、3 年生、
4 年生をずっと見てきたのです。ずっと思ってき
たのは、1 年生のときによかった人がいろいろ崩
れていくのは、結構見ましたけれども、1 年生の
ときに、何だこれはと思う学生が、4 年生で輝い
て変身しているような人たちをほとんど見たこと
がない。そんな話は、誰に聞いても言いますよ。

それぐらい4 年間は変わりにくいというのがあ
ります。19、20 歳になって、それまでいろいろ伸
ばしたことを、大学になって新しくというのはた
ぶん難しい、無理だとは言いません。でも、相当
の関わりをしていかないと難しいです。しかも、
大きな大学がほとんどですから、そういうところ
で、学生の顔も分からなければ、名前も分からな
い中で教育をやっていって、最後、4 年生のゼミ
になってから、いや、君どうなのと言っても遅い
ですよね。そういう状況のイメージを持ちながら
聞いてくれたらいいです。

そういう47 ～ 60% ぐらいは動かない。では、
残りの人は変わっているのかといったら、変わっ
ているのですけれども、落ちている人が20% ぐら
いいるわけです。低群から中群か、高群。中群か
ら高群、こういう人は変化群、成長群としたら、
23 ～ 24%。こういう結果が分かりました。

それはそうだろう、こうやって大学 1 年生から
ずっと見てきた、この大学生のデータが高校生と
つなげて、やはりそうではなかったのかという感
じで得られたわけです。

今、同じ学生が大学 2 年生になったときのデー
タもありますので、まだ公開されていませんけれ
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ども、その分析が終わっています。ほとんど一緒
です。大学 2 年生の秋になっても動きません。数
字は若干変わりますけれども、動いたという結
果にはなりません。だから、やはり高校 2 年生の
秋ぐらいで、結構出来上がっているのではないか
という認識を、高校の先生方は持ってほしいと思
う。

私は桐蔭学園で中高、今もう3 年目になって
ずっと見ているので、大学の立場でずっと今まで
見てきたのですけれども、大学の立場もあります
けれども、中高の視点からも見ているのです。そ
こで、思うようになりました。高校 2 年生の秋で
出来上がっていると言われたら、ものすごく大変
だ。高校 2 年生の秋なんて、まだこれからという
感じがありますよね。

でも、仕事社会で必要になってくる力とか、い
ろいろな態度とかというのは、高校生から始まっ
ているわけではなくて、幼稚園、小学校、中学校
とあるわけです。幼稚園も桐蔭学園にはあります
ので見ていますけれども、本当に先生の言うこと
を聞く聞かないのレベルから、いろいろその人の
力みたいなものが見えます。

この前行った幼稚園のある教室では、四天王と
呼ばれる先生の言うことを聞かない子、悪い子ど
もがいて、この人たちの動きをずっと見ていまし
たけれども、いや、これが小学校へ行ったら大変
やなといって。だから、そういう生徒がどう成長
していくか、そういうところにテーマがあるのだ
と思います。

少し専門的な分析を紹介いたします。まず一つ
は、先ほどのものは、低群、中群、高群と非常に
大きくくくってクロス集計した、いわゆる一般向
けのもので、得点をそのままダイレクトに構造
分析しているものです。見るポイントは3 つあっ
て、1 つはこういう4 つの資質能力の得点をダイ
レクトに素点として使って、大学 1 年生、ここか
ら先が大学 1 年生ですが、同じ得点を置いてみ
て、ここがどれぐらいのパス係数でつながる、相
関みたいなものだと思ってください。ただ、これ
は構造分析なので、ターン変数の相関とは違っ
て、さまざまな他の変数の影響をどけて、専門的
にいったら偏相関として示されるものです。
（スライド 5 解説）例えば、分かりやすくいう

と、コミュニケーション・リーダーシップとい
うのが、これとこれだけを分析したら、ここは.41
となっていて、こういう構造分析でこれだけ変数
が置いていますので、.41 というのはかなり大き
い数字です。実際にはほとんど動かないぐらいの

感じの数字です。
ただ、見て分かるように、実際、本当はここに

いろいろなものからの影響を受けています。これ
は2 つだけですけれども。例えば、これは、数字
の大小はありますけれども、大きくいろいろと受
けていますよね。そういうほかの変数との関係を
よけて、1 個だけで見たときにどれぐらいの値に
なりますかというのが、この分析の数字の意味で
す。すみません、こういうものを普段あまりされ
ていない方は、数字はそんなに気にしないで、話
を聞いてください。

この他者理解力は他者理解力、.30、.28、.41、.30、
これは、こういう構造分析をやった人はすぐに
分かりますけれども、こんな数字はなかなか出て
こないぐらい結構大きいです。これが一つ。だか
ら、先ほどの中群から中群、低群から低群という
のは、やはりこれでもいえる。

もう一つは、キャリアです。高校 2 年生の秋の
キャリア意識です。大学へ入って何がしたいか分
かっていますか、将来どんなことをしたいか、大
学を出た後、どんな仕事をしたいかも項目として
入っています。それと、2 つのライフと呼ばれる、
今から説明しますが、大学版のキャリア意識とし
て取っている変数との関係が、.32 でかなり効い
ている。

この話をずっと高校にしてきました、私は。実
は言わなかったのですけれども、大学 1 年生の初
期値ですごく大事になってくる変数として、キャ
リア意識があります。キャリア意識は、ちょっと
いろいろ難しくいおうと思ったらいえますけれど
も、簡単にポイントだけ言うと、将来のことを非
常に真剣に思って、そのときと、後々変わっても
いいから、自分はこういうふうになりたい、その
ためにこう努力するというのは、将来の未来表象
に向けての努力、未来表象があって、それに向け
て努力すること。

2 つのライフというのは、フューチャーライ
フ、つまり、今ここにいない、将来のことを思い
浮かべて、自分はこうなりたいとか、こんなふう
になりたくないとか、いろいろ思い描くこと、表
象の話、頭の中の話です。これがフューチャーラ
イフです。

これだけだったら、結構多くの学生が持ってい
るのです。だけど、それをもう一つのライフ、つ
まり、現在、プレゼントライフ、頭で将来こうな
りたいとか、こうしたいとかということだけでは
なくて、そのために日常、何を努力して頑張って
いますかという、この2 つの掛け合わせを得点化
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しているものです。
これは、結構点数が下がります。将来だけだっ

たら、多くの学生が結構いい点数を取ってきます
けれども、日常で頑張れているかまで見ていくと、
それを頑張れているといえる大学生は、全国調査
でいったら、2 割いるか、いないかぐらいです。
大学個別に見ていって、10% を切る大学もいっぱ
いあります。

多くの学生は、将来のことはあるけれども、何
をやって頑張ったらいいかも分かっているけれど
も、頑張れていないというのが一番多いです。そ
うですよね。だって、何を頑張ったらいいかが分
かっていても、なんかやる気がしないとか、面倒
くさいとか、時間がないとか、忙しいとか、理由
はいっぱいあるのです。

それでもやる学生と、何かやらなければいけな
いことはいろいろ分かっているけれども、結局は
やれていない、日常、ただただやらなければいけ
ないことで時間を費やす学生、分かれてくるのは
当然。そういう中で、将来のことも見えない、そ
ういう学生がいます。そういうことが、大学生に
なってあるわけです。

それが、高校 2 年生の秋、秋。秋ぐらいの状況
で、これだけの関連を持っている。2 年ぐらい空
けてする調査で、ここにパスが通るだけでも、結
構研究になるとよくいわれる世界で、パスが通り
ながらも、この数字が出てくるのは、相当大きな
影響を及ぼしています。

先ほどの話につなげると、大学 1 年生で将来の
意識が非常に低い学生はどうなるかといったら、
まず履修行動といいますけれども、授業の取り方
が非常にいい加減になります。易きに流れるでは
ないけれども、単位の簡単なものとか、あれはし
んどいとか、そういう感じが起きます。

もう一つは、いろいろな日常の楽しさに結構注
力しますので、クラブとか、サークルとか、アル
バイトとか、友だちとドライブするとか、そうい
うことは一生懸命やりますけれども、自分の将来
に向けて頑張る活動をあまりしません。もちろん、
授業外学習なんかしません。それは意識の高い学
生でも、今だいぶできなくなっていますけれども。
でも、もちろん、本を読んで何とかとか、いろい
ろ授業で与えられていないことを頑張るとか、そ
んなことには当然いきません。履修行動でそれで
すから。

そういうふうにして、いい学生はいろいろな人
たちに出会っていく活動など、そういうものを含
めて未来を見ているのです。

キャリアの意識が学習、今から3 つ目としてつ
なげていく学習とか、能力とかにいろいろと効い
ているのです。

私は、高校の先生方に2010 年からずっと言っ
てきて全然響かないのです。ところが、桐蔭学園
で顧問をして、中高生を見るようになってからよ
く分かりました。高校の現場から見たら、キャリ
ア教育は結構やっているのだけれども、どれぐら
い響いているのかとか、どれぐらいやって、どれ
ぐらいいい感じで仕上がっているのかが分かりに
くいのです。教科だったら、テストをやって何点
と分かりますけれども、キャリアは分かりません
よね。

だから、やっていない学校は今あまりないと思
いますけれども、ただ、大学になってきちんとも
のになるキャリア意識とか、態度が身に付いてい
るかどうかというのは、高校で分かりにくい、こ
こは専門家とか、高大連携がもっと入らないと難
しいと思うようになりました。

だけど、一つはっきりいえるのは、やはりそれ
でも高校生のときにきちんと考えた生徒が、大学
になってキャリア意識をつなげていく。いくら高
校のときに思っていた将来と、大学へ入ったら
新しいものにいっぱい出合えますよ。すみません
けれども、高校生が見ている大学の世界、あるい
は、仕事社会は全然違います。そういうすごくた
くさんの情報が大学生になってから、生活世界の
中に入ってきて、その上で将来の像が変わっても
全然問題ないのです。もちろん、転部をしないと
専門が変わるなど、そういう問題としても出てき
ますけれども。変わることは問題ではない。

でも、考えていなかったものは変わることさえ
ない。非常にふわんとした世界でしょう、将来の
ことは。だから、考えないで毎日が過ぎていくな
んて簡単なことで、将来という見えないことにか
たちをつくっていくのはすごい能力です。高校ま
での間に将来のことについて逃げてきた学生が、
大学になってからつくれるようなそんなものでは
ないのです。それが、大学生をつぶさに見ていて
よく分かります。

これが、学習に関係するということに話がつ
ながっていくのが3 つ目です。キャリアはキャリ
ア、学習は学習と思ってきたではないですか。私
はずっと言ってきたのです。将来のことをしっか
り考える学生が、いい勉強の仕方とか、学習の仕
方、いろいろなかたちで社会とか、いろいろな人
たちへつながっていく、将来へトランジションし
ていって、仕事社会でも頑張る。頑張った人が成
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功して、いろいろと仕事をする。そんなことはな
いですよ、すごく力のある学生が卒業していっ
て、本当にぼろぼろになっていくのもいっぱい見
ました。ここから先は、誰と出会って、どういう
会社で育つか、やはりいろいろあります。なかな
か一概にはいえない。だけれども、力のある人が
きちんといい仕事につながっていく確率も出てく
る。そういうことなのです。

主体的な学習態度が、いろいろな能力に効いて
いるわけです。もちろん、アクティブラーニング
が大学になってできているかどうかにもかなり効
いている。高校 2 年生の「コミュニケーション・
リーダーシップ」、つまり、高校生の段階で議論
したり、発表したり、リーダーシップが取れてい
るかというのが一番効いている。だから、これだ
けではなくて、こういうものも効いているわけで
す。

このキャリアから学習のパスが結構あるという
のは、ずっと今までも、大学生研究の中で出て
きたことで、それがここでもしっかり出ている。
ずっと今言っていることです。

主体的な学習態度というのは、言葉通りです。
これは3 つ目で説明します。これは、私は結構大
事だと思って話をしてきました。1 つは、もう皆
さんご承知の通り、講義みたいな聴くだけの時間
においても聴き方が違いますよね。学生の中に
は、自分の今までの理解とか、関心とか、ずれと
か、これはどういうことだろう、メモを取りなが
ら、すごく主体的に聴いています。

他方で、なんか面白かったら聴いているけれど
も、先ほどもビデオを見たときは、みんなはだい
たい目を輝かせて見ています。そこから、概念的
な説明になったら、ばたばたと倒れる人がいます
よね、何のためにここにいるのだと言いたくなる
ような状況は、皆さん絶対に経験していると思い
ます。

だから、こういう学生は点数は低くなります。
あるいは、大学でいったらリポートとか、発表と
かがあります。リポートでも、ただ字数を埋め
て、読んでいて時間の無駄みたいなそんなリポー
トが出てくるかと思ったら、いろいろ自分で調べ
たこととか、考えたことを書き直したり、調べ直
したりして、自分でベストと思えるものをできる
だけ頑張って書き直して出してくる学生がいる。

プレゼンテーションも、ただ5 分とか、10 分
とかの発表を埋めるだけのスライドをつくって、
聴いていて時間の無駄と思うような発表をする者
がいると思えば、一つ一つのスライドに、自分の

本当に考えてきたことをみんなに伝えようと思っ
て努力してくる学生がいる。リハーサルしすぎて
非常につまらない発表になる者もいますけれども、
まあいいじゃないですか、学生のときは。そうい
う努力がいい発表をつくっていきますよ。

先ほどの桐蔭学園ビデオも、前へ出てきて発表
というのを、いわゆる主要教科でもやっているわ
けです。あれは、何も発表の練習をしているわけ
ではないんです。あの前にグループワークがあっ
て、誰が当たるか分からないという乱数アプリを
やっているのですけれども、そういう誰が当たっ
ても、前へ出てきて自分たちが、今、何の作業を
して、どんな議論をしたか、つたなくてもいいか
ら、メモを見ながらでもいいから、みんなの方を
向いて一生懸命話すことを、朝のホームルームか
ら練習して、授業でもやっているのです。

そうしたら、グループワークの仕方とか、ワー
クによって与えられた課題とか、問いに対しての
出力が変わってきますよね。何も発表の練習をし
ているわけではないんですよ。いい学習をして、
みんなに自分の考えたこと、頑張ったことを聞い
てもらおうと思って頑張る。そういう中に成長が
あるという話をしているわけです。

それが、高校につながっている。そして、キャ
リアと学習は決して別物ではない。そういうこと
です。

時間が随分経っていて、要らない話が多すぎ
て、ちょっと落とし込んでいかないといけません
けれども。

私たちは、かつての、今の教育が仕上がってき
た、特に大学受験を経て、大学へ入れば将来安泰
というそんな時代ではないのはいうまでもなく、
GDP で見たときの、このグラフは非常に分かりや
すいですけれども、キャッチアップ、追いつけ追
い越せで日本社会が発展してきたところで、私た
ちが、今、高校、大学とやっている近代の教育シ
ステムが出来上がっているわけです。日本は非常
に幸せなときに、高校、大学の接続、大学から社
会への接続がうまく機能してきました。それが、
今、見直されているというか、崩れたものをつく
り直しているわけです。それはGDP の世界から見
ても、上ってきたところでつくってきたものと、
ここで教育が同じであっていいはずはなくて、そ
れがまず一つあるのだと思います。

それから、文部科学省で習得・活用・探究とい
う言葉があります。イコール、アクティブラーニ
ングでは全然ないですけれども。これは、非常に
秀逸な言葉だと、私は思ってきました。これと並
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べるともっと思います。
つまり、この時代はモデルがあるのです。そこ

に向かって、より知識を、先端の知識をしっかり
理解して頭に入れていって、いわゆる教養とか、
専門とかという言い方はいろいろありましたけ
れども、でも、基本は頭の中でしっかり知識と理
解の仕方を学んでいく。それを使って、あなたは
何をやるのですかと言うことは、全くなかったわ
けではないけれども、そんなに強く言われてこな
かった。それを習得と呼んでいるわけです。

他方で、今は仕事社会の中で、活用・探究と
いうものが表にきているのだと思います。知識を
持っているだけでは駄目で、もちろん、今はイン
ターネットとか、人工知能とかがありますので、
知識はしっかり頭にないと、活用・探究もできな
いと思って、そういう説明をしていますけれども、
ものを知らないで、活用・探究といっても非常に
薄っぺらいものにしかなりませんので、やはり基
礎知識は要ります。

だけれども、仕事の現場でものになっていく
必要なプロセスは活用・探究だと思います。そ
れが、何で秀逸なのかといったら、今言ったとお
り、活用・探究だけが前に出すぎると、習得が消
えてしまうのです。習得がないがしろにされて、
活用・探究といっても駄目で、やはり習得があっ
てこその活用・探究、習得・活用・探究と。だか
ら、活用・探究がこいつ（習得を基礎として）と
セットになって、時代の特徴を並べられている。
これがすごくいいわけです。

私は、こうやって並べたときに、やるな文部科
学省と思いました。もちろん、習得・探究から始
まって、前指導要領で活用が間に入ってきたので
すけれども、こういうことが一つあります。これ
が学力の3 要素を踏まえた、学歴の話にもなって
くる。

私たちが資質能力と呼んでいる大きな話は、や
はりトランジションの話であって、個人の力がい
くらよくても、こういう場面でうまく仕事ができ
ない人がいるわけですよね。だから、学生とか、
高校生とかを見ていて、グループワークをやった
ら、うまく参加しないとか、だれているとか、後
でお見せしますけれども、そんな人がいますよね。
大学でも、そういう参加しない学生をフリーライ
ダーと呼ぶのですけれども、それが、学校の間だ
けの姿で済まないということです。

そういう人たちは、社会に出て、きちんとその
姿を発揮しているわけですよ。その人を、もし、
ビデオを撮って回すことができたら、学生時代も

絶対その姿だっただろうという理解が取れるわけ
です。そういうデータを今どんどん集めていて、
私のこの話は絶対に間違えていないと思うような
根拠はたくさん上がってきている。あとは、どれ
だけ事例を見るかという話で、データではかなり
いえるようになってきています。

その感覚を、私たちは、これから非常に当たり
前のものだとして持っていかないといけない。そ
ういうふうに考えてくれると、このアクティブ
ラーニングを初め、トランジションとか、いろい
ろと進んでいくと思います。

私はこの話を高校の先生方に見せたいですよ。
ここに、自分たちが送り出した生徒がいたら悲し
いですよね。たかだか就職の話ですよ。でも、こ
の話は当然、就職の話ではなくて、皆さんご存じ
のように7・5・3 という現象がありますが、これ
は今でも十分機能していますね。

つまり、学校を卒業して就職した後、3 年以内
に辞める割合です。中卒だったら7 割、高卒だっ
たら5 割、大学だったら3 割。そして、例えば、
非常に多くのマーケットを示しているサービス業
は、3 年以内に7 割辞めます、大学生については。

非常に、出てから、就職してからの流動率は結
構高いのです。20 代の終わりまでいったら、3 割
では済まないです。4 割半から5 割ぐらいきます。
つまり、2 人に1 人か、3 人に1 人は普通に転職
していく。これは決して悪いことではありません。
そういう社会なのです。

今、学生にとっての超売り手の時代といって、
就職活動はすごく良好だといいますけれども、そ
れは良好ですよ、選ばなかったら。

高校でもそうでしょう。今、私学の6 割ぐらい
は定員が埋まっていないのです。その状況で、ど
こかの大学に入れたらOK ですと言ってくれるの
だったら、もう全入で、どこの大学だって絶対に
入れるのです。だけど、きちんと選んで浪人もす
るではないですか、だいぶ割合は落ちていますけ
れども。

そういうのは、京都大学の事例でいっています
けれども、どこの大学でもやはり選ぶのです、い
い大学の学生は。そういうときに、いい会社と
か、自分が行きたいと思うところは、そんな簡単
には入れてもらえない。そういうことが新聞など
では、なかなか伝えきれないという状況がありま
す。

だから、私たちは、就職の話はこういう結果で
一つ示すのですけれども、そういうことではなく
て、卒業していった後、きちんと卒業生はやれ
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ているのか。これを大学は、卒業してから3 年か
ら5 年ぐらい、卒業生調査をしていく。きちんと
アンケートを、無記名ではないです、4 年間でそ
の間、どういう学習をしていて、どういうキャリ
アを持っていて、どういう学生生活をしていた人
が、就職活動がどうで、その後、会社とか、仕事
をするようになって、3 ～ 5 年どうなっているか
を追い掛けていくスキームで、今、京都大学もエ
ビデンスベースの改革を進めています。そこに、
私も絡んでいます。こういうことが多くの大学で、
これからどんどん進められていくと思います。

アクティブラーニングの話をしているようで、
何もしていないのですけれども、しておかないと、
後で言われそうなのでしておきますけれども。

これは、もともと大学の中で始まったもので
す。アメリカの研究大学ですけれども、こういう
1、2 年生の100 人ぐらいの階段教室でやって、ア
メリカでは60 分、2 回とか、3 回とかやって、そ
して、大学院生がこうやって20 人ぐらいでセミ
ナーと呼ばれるものをする。日本は90 分 1 コマ
で1 週間 1 回。

こういうものは世界で見て、ありません。こ
れは、明治時代か、戦前のシステム。いや、ご
めんなさい、戦前はもっとよかったところがあっ
て、戦後の新制大学になってからの非常に硬直化
した、近代成熟手前のシステムをずっと引きずっ
ている。クオーター制とか、そこを脱却する契機
があったにもかかわらず、ほとんどが挫折してい
ますよね。先生方も、最近聞かないでしょう、ク
オーター制がその後どうなったと。やっていると
ころはありますけれども。

そういう機会に、週複数回授業をやらないとい
けない。そして、講義だけではなくて、演習を
1 科目の中に入れていく。講義の中でも、60 分
あったら10 分ぐらいはペアワークなど、出力し
ていく時間をつくっていく。そういうことが、ア
メリカの授業を見ていて、向こうがいいという、
そんなことを私は大嫌いですけれども、これは非
常に普遍的に必要なことだと思って、2006 年ぐ
らいからずっと使っているスライドです。下の辺
りは変えましたけれども、写真は同じです。

100 人いて20 人で、では、残りの人はどこに
行ったのと思ったら、アメリカのTA システムと
いうTeaching Assistant の生徒が入ってきます。
だから、5 人ぐらいいるのです。マイケル・サン
デルが白熱教室でやりましたよね。あれは、日本
に大きな弊害を及ぼしたと、私は思っていますけ
れども。800 人ぐらいの講堂で、サンデル先生は

めちゃくちゃ格好よくて、アメリカのハーバード
大学の記念ホールでするのですけれども、ハー
バード大学の中でもスーパーエース級です。

あそこは800 人ぐらいの中に50 人ぐらい大学
院生がTA で入っていて、あの授業の後に、これ
が50 クラスぐらい入っているというのは知って
いますか。そこで発言しなかったら単位をもらえ
ません。後の方になったら、話がどんどん複雑に
なっていって、ちょっと思っていた疑問などは絶
対に誰かが言うのです。言わなかったら、点数が
付かないのがアメリカですから、それは議論をす
る、人と違うことを言う。最後、何かしら、例え
ば、院生とか、先生が、君なかなかいいことを考
えているねというようなことを一生懸命考えて出
していく。だいたい、それは非常に難しいことで
す。それを1 年生から4 年生の間ずっとしている
国と、このぶわっとした中で4 年間やって、いい
人はどんどん育っていくけれども、駄目な人はど
んどんそのままという国と、どうなるのだと思い
ませんか。

ちょっと怒りが。ずっとこれを見せているので
すよ。

アクティブラーニングというのは、私は講義を
否定するものではないという話をずっとしてきま
した。2010 年ぐらいから非常に偶然に、全国の
大学に広まっていく運動が起きまして、その中
で、文部科学省の方も来られて、質的転換答申に
入っていくわけです。そういう運動の中で、講義
を全て廃止してアクティブラーニングにという大
学学部が出てくるわけです。

私は、やりたい人が全てアクティブラーニング
で授業をつくり直すのはいいと思いますけれども、
組織的にアクティブラーニングだけにという転換
はできるわけないではないですか。

しかも、講義は講義でいいところがある。限ら
れた時間の中で、講師の持っている豊かな世界観
を伝えるということにもなる。何より、トランジ
ションの考え方からすると、大人になって、こう
やって聴くという姿勢とか、態度というのは必要
なのです、傾聴など。そういうことを育てるとい
うこともあると思う。だから、アクティブラーニ
ングしないと成長しないとか、学習しないとか、
そういうことを真面目に主張する論者がいますが、
私は違うのではないのかなと思います。

つまり、こうやって聴いていながら、自分の頭
の中でいろいろ自分なりに理解していく力も必要
なのです。もちろん、他者がいて、話が非常に深
くなっていく、こういうことも必要だ。だから、
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そう単純であってはいけない。だから、ここを決
めるのは講師、一人一人の先生であって。言い方
としては、講義とアクティブラーニングの組み合
わせ。

講義科目が、大学では授業改革のポイントです
から、90 分あったら、60 分か、70 分は講義でも
いいので、15 分、20 分は入れていく。大学の場
合は演習科目がありますので、そこでつないでい
くことをすれば、それでいいわけです。そういう
ことをアクティブラーニング型授業という言葉を
つくって、ずっと言ってきたわけです。

基本的には、後で紹介するように、アクティ
ブラーニングは外化、外に出すことだと思いま
す。もともとの定義は、講義一辺倒の授業を脱却
するという講義改革から始まったものなので、こ
うやって聴くというのを受け身の学習（Passive 
Learning）と操作的に定義して。操作的にです
よ、つまり、聴いている姿が常にPassive だと
いっているわけではないのです。聴きながらも、
頭の中はすごくというのは、先ほどの主体的な学
習態度の変数の話と一緒です。

そういうことをいっているわけではないのだけ
れども、でも、入力していく情報処理と、出力し
ていくときの情報処理は違うのです。両方必要
で、その出力していくことを外化と専門的にいい
ます。外に出していく外化をアクティブラーニン
グの定義にしていくことが、これは私の定義で
はありません。アメリカの1980 年代からずっと
この運動が起こってきて、1991 年にボンウェル

（Bonwell,C.C.）とアイソン（Eison,J.A.）という、
古典と私たちが呼ぶような論者の定義で、だいた
いそういうふうに書かれています。

私は、それを80% ぐらい受けて、あとはその人
たちの不十分なところとか、日本文化にとって、
こういう言い方をしていかなければいけないなと
いうことで少し直して出しているわけです。

そういう意味では、聴くというインプットに対
してアウトプット、そして代表的な活動は、書
く・話す・発表する、です。アクティブラーニ
ング、イコール、グループワークとか、プレゼ
ンテーションとかと結構いいますけれども、正確
ではない。出力（外化）がポイントですから。一
人で書くという、これもアクティブラーニングで
す。深い学習をつくっていくときに、私もそうで
すし、全国の取り組みの中でも、ワークシートを
結構使って、まず、グループワークをさせる前
に、自分の考えを書かせるということを、多くの
先生方はされています。あれはアクティブラーニ

ングでいいと思います。
ただ、それは今までもやっていたことなので、

一人でいろいろ書くということは。アクティブ
ラーニングという言葉で、新しく強調していくの
は、どちらかといったら、話す・発表する。だ
から、こちらが前面に出てしまって、アクティ
ブラーニング、イコール、活動というか、話す・
発表すると思ってしまうところがある。こういう
ものはウェブサイトに書いています。だけど、厳
密にいったら、書く・話す・発表する等ですね。

もう一つ、ただ活動して、ただ書けばいいとい
うものではないので、頭の中でいろいろ起こって
いること、これを認知プロセスと、一言で専門的
にまとめていますが、頭の中で起こっているさま
ざまな、思考するとか、言葉にするとか、知覚す
るとか、そういったことを外化していくというこ
とです。外に出していく。当然、言葉が媒介して
いくということです。

アクティブラーニングはさまざまな協働学
習、 ジ グ ソ ー 法、LTD（Learning Through 
Discussion）とか、いろいろと技法があります。
200 から300 ぐらいあるといわれています。そう
いう細かい話ではなくて、大きくこの定義を持っ
て、さまざまな学習を傘概念として取りまとめて
いくことがあります。そういうふうに理解してほ
しいです。

少し時間が気になっているので、飛ばします。
今言った外化、これにアクティブラーニングの

全てのポイントが集約されていると思います。ア
ニメーションを使って説明をいたします。これ
は、先生がある単元、概念の説明をして、当然、
こう理解してほしいという正解がある状況での外
化の話です。あるいは、問題を生徒にさせて、そ
の説明をする、当然、これも答えがある。答えが
あるというところで出てくる外化の話です。この
後、探究とか、そういう問いがあって、いろいろ
と答えは複数に分かれてきているのは下で示しま
すが、まず正解がある学習です。
（図 14 の説明）前で示しているものは、先生が

当然説明するわけですから、先生は教科、あるい
は科目の専門家で、短い時間というか、最低の事
象で、これはこういうことなのだ、こういうふ
うに理解するものなのだと説明ができます。こう
やって、2 つ置いていますけれども、こういう感
じで、最後の答えを説明していく。

問題は、これを皆さんが生徒だとして、これを
聴いて、先生と全く同じように話すことができた
ら、うそだと思います。だいたい、私が1 時間ぐ
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らい話してきたのを、先生方はうん、うんと思っ
て聴いてくださっていると思いますけれども、で
は、これがペアワークをして、私が話したことを
そのまま、一字一句ではなくても、必要な事象を
そのまま全部頭に入れていて、それを話せるとい
うことはたぶんないと思うのです。

たくさん抜けているし、自分が話すとなると、
先ほどの出力の情報処理と一緒で、自分が理解し
て、私が全く話していない言葉もいろいろ入れな
がら話をすることと。人の頭はそういうものなの
です。それが大事で、それがその人の非常に個性
的な個人の深い理解をつくっていく、あるいは確
認をしていくという作業です。

生徒に、今度、一回させてみたらいいと思うの
です。私は、大学の授業の中で15 回あったら、2
回ぐらいします。真っ白のA3 か、A4 の紙を与
えて、復習のときなど。私は2 回ぐらい15 回の
中でしますけれども、例えば、授業の中で聴いた
ことを、目を閉じて頭の中を真っ白にして、何が
出てくるかを、真っ白な紙の中に書き出してみな
さいと、言葉とか、あるいは短い文章とか。でき
るだけ文章が長くならないように、用語とか、単
語とか、短い文章で書き出してみなさい。ポスト
イットを使ってします。

まあ、出てこないですよ。ある学生たち、すご
くいい感じで学んでいる学生は、どんどん出てき
て、どこかで詰まりながらも、またそれが別のと
ころへつながって、あっ、こういうこともあった
なと、ばばっと出てくる。これは、専門的にいっ
たら、非常に知識、ネットワークとか、スキー
マと呼ばれるものが発達していて、いろいろな知
識と知識が意味連関しているという状況です。

だから、あるところまでいって、出尽くしたよ
うに思っても、そこから1 個ぱっとつながったら、
そうか、こういうこともあったなと、そこからま
た関連性がばらばらっと出てくる。もう止まらな
い。ポストイットをしたら、最後のリポートを書
く前に、私は復習の意味で1 回、1 時間ぐらいか
けて作業させますけれども、50 枚から100 枚は簡
単に出てくる学生が3 割から4 割います。

残りの学生、残りといっても、下のほうの学生
がどうなのかといったら、5 枚ぐらいまでは書け
るのですけれども、ぱたっと止まって、教科書
を見ていいよと言っているので、教科書とか、レ
ジュメとかを一生懸命見ます。つまり、つながっ
て出てくるものがないのです。ばらばらです、知
識が。そんなものです。当然、それを口で表現さ
せても、それは大した話になりません。

こんなものなのです。次に説明しますけれど
も、これが深い学びの構造です。まずは、ポスト
イットに書き出させた状況だと思ってください。
自分で出てくる、正解に遠近いろいろありますけ
れども、こんな感じで出てくる。それをお互いに
見せ合ったら、そうか、自分は忘れていたけれど
も、こんなことがあったよね。いや、それも確か
にあったなと言って、この点線で表示しているこ
ういうものが出てきます。

つまり、1 人だけの頭の中では、この点線には
至らないのだけれども、そこに他者というものが、
ペアワーク、グループワークで入ってくると、そ
うか、そういうことがあったよと、なるほど、そ
れは気づかなかったなと出てきます。これがまず
一つ、表象、外化していくということです。認知
プロセス、あるいは、認知プロセスの中で起こっ
た事象を外化していく。

次にですね、それをつなげないといけない。当
然、説明するわけですから、それがばらばらと知
識がたくさん上がっても駄目で、それをきちんと
論理的に、つないで、人が意味が分かるように説
明しないといけない。こういう感じになりますね。
つまり、先生のように、ばしっと最短距離で説明
できるようには、生徒とか、学生とかはなかなか
ならないです。自分のいろいろな知識もあちこち
飛びながら、でも、最後にきちんと筋道が通って
落ちていけば、ああ、君 OK といって、丸となる
わけです。

他方で、この話には、説明には関係ないのだけ
れども、やはり気付きがあるわけです。これはす
ごく大事です。そういうこともあるよね、この説
明には関係ないけれども、結構いいことを思いつ
いたとか、いいことに気づいた、これはすごく大
事です。

世の中ではイノベーションとか、発見が大事と
いいますけれども、原点はこれでしょう。この小
さい気付きをいくつつくれるか、たまにそれが社
会的に評価されて、すごく大きな発見といわれる
ようになる。やはり小さい気付きとか、発見とか
が日常的な、あるいは、ある学習をすれば、必ず
1 個は気付くぐらいのことを、している者が大き
な発見をあるときにするんだと、私は思います。
そういうところが、ここに現れています。

こういう感じで、自分の頭の中に出してつなぐ
ことが、すごく外化として、アクティブラーニン
グのポイントになってくるわけです。でも、私は
ここでこういう話を重ねたいのです。つまり、ア
クティブラーニングがこういうものだと説明し
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て、ずっと先ほどから、結構、大学も、高校も、
私は批判とか、否定的なコメントをいただいてぼ
ろぼろにされてきたのですけれども、「分からん」

「そんなものは要らない」「アクティブラーニング
はよく分からない」とか、「要らない」とかと言
われてきたのですけれども、思考力を育てたくな
いという学校とか、先生とかに、たぶんほとんど
出合ったことはない。みんな、そこは一生懸命育
てたいと思っています。

だけれども、どうやって外化なしで思考力は
育てるのですか。思考というのは、こういう感
じでだいたい説明をされます。皆さん、ばくっと
思考とか、考えとか、簡単にいってくれますけれ
ども、実は、専門的には概念定義が結構ありまし
て、例えば、代表的なのは論理的、創造的、批判
的思考というのです。論理的というのは、ものを
つなぐ適切さとか、その順序です。これが、こう
いう感じでこういけばいいけれども、ここから、
いきなりこうなったら、つないでいるけれども、
これは論理の破綻とか、飛躍とかいわれるもの
で、必要な事象が途中にあるのを抜かしてしまえ
ば、皆さんは、えっ、話が飛んだとか、意味が分
からないというわけです。

これは、出して、つなぐということをする中で
しか気付かないことです、本人は。その作業を生
徒、学生にさせているのか、させていないですよ
ね。それで何の思考力を育てるのだと、私は言い
たい。

創造的思考、Creative Thinking とえらそうに
書きますが、要はこれです。Creative Thinking
の原義というか、一番基本的な定義は新しいもの
に気付くこと、新しいものを生み出すこと。それ
は、そんなに社会的に評価される大きなことでは
なくて、こんな小さいことでいいのですよ、それ
をいっぱい、いっぱいつくる。

批判的思考、いろいろと根拠とか、あるいは、
多角的にものを見て考えていく。いろいろ出し
て、自分の頭の中にあるということが分からない
で、多角的も何もないですよね。そういうことが
あります。

推論、演繹とか、判断、問題解決です。問題
解決は探究みたいなもので、いろいろ自分の中
で思考、推論、演繹的、帰納的とあって、解を導
く。解はいろいろあっていいけれども、途中途中
に必要に取るべき事象とか、根拠はきちんと正し
いものがある。

そういうことを考えていったら、こうやって出
して、つなぐものの中に、思考力を育てるという

ことがすごくあるのです。そういうことをアク
ティブラーニングは求めているし、そこにつなご
う、出そうという意欲が、その人のいろいろな、
それこそ資質能力を育てるというふうに考えて
いって、その1 個 1 個の学習のプロセスの中で見
せるその頑張りとか、成果が、将来大人になって
違う仕事をしても、どんな仕事をしても、どんな
社会生活になってもやっていける力、そう考えて
ほしいわけです。

すみません、時間なので、深い学び、もし、ど
うしても聴きたかったら、後で聞いてください。
先ほど言いましたように、文部科学省の、いい
と思います。私は文部科学省を応援している立場
ですので、中にも関わっていますけれども、主体
的、対話的、深い学びというかたちでまとめられ
ました。その説明のこの言葉、深い学びというの
は、学術的なアクティブラーニングでは普通は入
れません。

私の同僚に松下佳代という者がいますけれど
も、パフォーマンス課題とか、新しい能力とし
てのリテラシー、コンピテンシーとか、彼女が提
唱してきました。彼女は「ディープ・アクティブ
ラーニング」という本をだして、これは中教審の
資料にも使われました。私たちはディープラーニ
ングとアクティブラーニングは、両方必要なも
のだけれども、別々の概念、そして、それをどち
らが大事ではなくて、両方をできるだけつなぎ合
わせていくという説明をしてきて、そして、彼女
はそれを一つの概念、ディープアクティブと呼ん
だのです。

これに示されるように、深い学びはアクティブ
ラーニングの中に入れるようなものではないので
す。だけれども、文部科学省、もともと最初は主
体的、協働的な学びをアクティブラーニングと呼
んでスタートしましたけれども、全国の特に小中
学校の中で、いろいろと活動をやっていればいい
んでしょうみたいな学校がどんどん出てきて、深
い学びというものをアクティブラーニングの視
点として入れておかないと、もう学校がめちゃく
ちゃになると思って、本当の苦渋の選択で入れた
のです。

だけれども、私もアクティブラーニングを通し
ながら、必ず深い学びの話をしていきますので、
最後までいけば、一緒ですね。あと、アクティ
ブラーニングの中に何をどう入れて、説明するか
は、施策と私の説明はちょっと違います。だけれ
ども、最後は現場に落とし込めるレベルでは同
じ、最後まで読んでいけば同じ、そういうふうに
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理解してくださればいいのだと思います。
あとは、結局は、いくら文章とか、概念とかを

理解しても、なんかそれでやっているのはこれで
すかみたいなものはいっぱいありますので、そう
いうところが、最後に課題になるのかなと思いま
す。

最後、時間が本当にきているので、皆さんの資
料にはありませんけれども、全国のいろいろな授
業をもう片っ端から見ています。私も心理学の仕
事とか、研究とかでありますけれども、教育の仕
事は研究としてというよりは、本当にこの日本の
教育、社会の転換を支える仕事をしていきたいと
思って、桐蔭学園はもちろん行っていますけれど
も、いろいろな学校を見ています。

そういう中で、アクティブラーニングを組織的
に頑張って入れていこうという学校もありますの
で、今日は小杉高校の先生方がいらっしゃってい
まして、2 回目は行かれなかったのですけれども、
また行きますので呼んでくださったらと思います。
とにかく頑張っている学校を応援したい。

そういう中で、授業を見せてもらって、これは
駄目だというものがあります。お見せしていきま
す。ただ、決して、先生方の、あるいは学校のい
い加減な姿を伝えたいわけではありません。もの
すごく一生懸命やっているし、ここにこういうか
たちで何人か出てくる先生方も、とても力のある
先生方です、それぞれの学校の中で。研究授業と
して前に立つ、高校の話です。

でも、これは駄目だなと思う、すごく決定的な
場面を並べています。結構全国の多くの高校で例
外なく、一般的に起こっていることです。小中学
校は、生徒との関係をつくって、そうはいって
も、先生が授業をやるときに、いろいろな一人一
人の生徒の態度とか、行動とかを見ています。

大学もそうですけれども、高校も、教科の専門
性が高すぎることもあると思いますけれども、内
容については、いろいろと私たちは研さんを深め
てきましたけれども、生徒との関係をしっかり教
室の中で具現化する、実現する、これはかなり素
人に近い。そこが、たぶんアクティブラーニング
をしても成果は出ないとか、こんなのをやってい
るのだったら、チョーク & トークのほうがずっ
とましだという話につながるのだと思うようにな
りました。そういう写真を幾つかご覧にいれます。

これは、総合高校ですけれども、ポイントは、
先生が今からこういうワークをするよと説明して
いるときに聴いていないです。これは、前を向い
ていません。これは、後ろを向いて聴いているか

どうか分かりませんよね。
こういう状況で、問題は先生が前を向きなさい

と言えないこと、こういうふうに言える先生だっ
たら、こんなふうになりません。そう言っている、
言える先生は全国を見て、決して多くない。

だいたいこんな後ろを向いて座るようなグルー
プワークの構造にしている時点で、この授業は3
割ぐらい外しています。これは、もう早く終わら
ないかなという顔をしている。まだ始まって、ま
だ5 分か、10 分ですよ。こういうことが普通に起
こっていて、なぜ先生は前を向けと言えないのだ
ろう。これが一つです。

では、例えば、これは違う学校ですけれども、
こういう生徒たちが、前を向いて講義スタイルに
なったら、だらけているかと、そんなことはあり
ません。ちょっと名誉の意味で、学校名を伏せて
います。このアクティブラーニングの学習時間が
その手前にあって、ここは結構いろいろ言いまし
たけれども、こんなものではない、もう本当にひ
どい。生徒たちは半分ぐらいは何もしていないし。
このクラスはとてもしんどくて、プリントとか、
教科書とかが後ろの生徒の荷物などを入れるとこ
ろがあるのですけれども、そこからはみ出て落ち
ているのを、生徒が踏んで歩いています。担任
が、私に見られないように一生懸命拾っている、
違うでしょうと。この方は担任ではないのですけ
れども。

そういう授業でアクティブラーニングをして
も、生徒がそもそも学ぶ心になっていないので
す。学校は学ぶ場ということになっていないので
す。その生徒たちでも、アクティブラーニングの
写真はあまりにもむごいので外していますけれど
も、でも、見てください、講義になったらきちん
としているのですよ。この子は寝ているのではあ
りません、これは一生懸命ノートを取っていて、
姿勢が悪いだけで、みんなきちんと聴いていま
す。この子は横を向いているので、先生は前を向
けとか、いろいろと言うのですけれども、そうい
うチェックも、なかなかこの先生はレベルが高く
て、古文の先生です。

でも、言いたいことは、講義になったらきちん
とそれなりの顔というか、姿勢を見せられるので
す。ところが、頭の中がどうなっているかといっ
たら、全然動いていません。先生がいろいろと
当てても、全然考えていませんから、やり取りに
ならない。先生が教えたいことをただやって、分
かったかと、これで終わってしまうわけです。分
かっていません。
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もっとあります。これは京都の公立高校です。
女の子たちはすごく優秀で、男の子たちは寄せて
もらえなくてはみ出ています。ありますよ、男女
で一緒にしていると、こういうことが。だけれど
も、これを先生は言わなければいけないと思いま
す。男女もそうですし、いろいろな人がいますか
ら、そういう人たちと一緒に協働で物事を取り組
むことが、やはり仕事社会、大学を出てから非常
に大事になってくるということを教え切れていな
い。教え切れていないというか、教えていない。
だから、この姿をそのまま受容というか、何もこ
こにチェックが入りません。

寝ていますよね、この子はやっているように見
えますが、これは全然していません。これは一生
懸命振りをしているだけです。先生は、ここで次
の課題は何かと、そこではない、ここに来いと、
こういうことが起こっています。

これはまた別の高校です。これはひどかった。
先生はこれです。数学の授業でグループワークを
して、模造紙をして、三角比の高 1 の授業ですけ
れども、発表、これはかなり瞬間に撮った、10 秒
ぐらいの中の写真です。前へ出てきて、まずこの
生徒の発表は非常に声が小さくて、後ろのほうに
いる私には全然何を言っているか聞こえない。で
も、一生懸命耳を澄ませて聴いていたら、言って
いるのはだいたいこんな感じです。貼って、「こ
こに線を引いて、こんな感じで、こんな感じ」、
そのこんな感じをきちんと言葉で言っていかない
と、聴いている者は分からないだろうと思います
よね。

もちろん、それを先生が言わなければいけない
のに、先生は何も言わないで、終わった後、みん
なに「じゃあ、拍手」と、拍手といって、何を発
表したかよく分からないものに拍手なんか起こる
わけないではないですか。皆さん、生徒たちは慣
れているから拍手はしますよ。だけれども、小さ
いかたちだけの拍手で。

この先生はすごく熱心で、アクティブラーニン
グのワークラインというか、きちんと講義をし
て、課題を与えて、グループで模造紙をして、い
ろいろ解かせて、そして発表させて、拍手。もう
完璧。やり方において、何も言うことはない。

言うことがあるとすれば、この発表をこの生徒
に何というふうに説明しているのだ、こんな発表
をいくら繰り返しても、この生徒は成長しません
よね。また、聴いているほうも、聴いている者も
いましたけれども、まあ聴いていないですよね、
こんなのは。だから、傾聴力というか、発表して

いる者だけが頑張るのではなくて、聴く者がしっ
かり受け取るということ、かみ合わせがないとお
互いに成長がないわけです。声も小さい。

桐蔭学園は、ここら辺をかなり指導します。1
年目は、これはホワイトボードの小さいもので、
まなボードというのですけれども、これをグルー
プワークに与えると、結構、生徒たちはそこに書
き込むというかたちで、学習が進むと言って、先
生たちはすごくお気に入りです。

最初はあるクラスだけで買っていたものを、も
う全教室、全クラスに入れました。すごくお金が
かかりましたけれども、アクティブラーニングを
進めていく必要なツールとして、桐蔭学園に根付
いています。これはマグネットが付いていますの
で、黒板に貼ることができて、1 年目の生徒たち
は、黒板に貼ったものを、みんなに背を向けてぼ
そぼそと発表していました。

1 年目はいいと。発表するということ自体にあ
まり慣れていないので、とにかく、前へ出てきて
発表するだけでもいい。だけれども、先ほどビ
デオで見た生徒は、みんな前を向いていましたよ
ね、桐蔭学園の。あれは2 年目から指導を入れて
いったのです。前を向いて発表しようと。だか
ら、まなボードを使うときは、先生がこうすると
きもあるし、自分で持ってということもあるし、
とにかくみんなのほうを向いて元気よくいこう、
これを指導しています。

そして、先ほど、姿勢とか、前を向くという、
全てきれいにはできていませんけれども、こうし
て、グループワークで横を向いて、こんな感じ
ですよね、前を向いたら、最初はいいのだけれど
も、だんだん前を向かない学生、生徒が出てくる
のです。そういうときこそ、先生が前を向こうよ
と、椅子をこっちへ向けて、あるいは体をこっち
へ向けて、発表者のほうへ体を向けるように。体
の身体性とか、方向性はすごく大事で、そういう
ことを小さい話だけれどもするわけです。それが
こういうところに現れています。

これは小学校 5 年生の授業です。小学校でも、
皆さん見てください。向きを、本当に皆さん分か
ると思いますけれども、小学生にこういう指導な
しに、勝手に前を向きません。だから、そういう
意味では指導がきちんと入っているのです。

こういうことを1 個 1 個きちんとして、みんな
で注意を向けるということ、注意を向けていない
生徒がいないように授業をつくっていく、気分を
ぶわっと盛り上げていく、それを徹底しているわ
けです。
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最後ですけれども、ここで終わりますが、これ
はひどかったです。これも、数学の先ほどの授業
です。この生徒はもくもくと別の数学の問題演習
をして、課題に参加しません。2 人だけでやって
しまっています。

後で先生に「この生徒は何もしていませんでし
たよ。この問題をただ聴いているだけだったらま
だかわいいものですけれども、聴いてもいないし、
違う問題演習をして、もくもくと時間をつぶして
いる」のです。私がそれを言ったら、先生は何と
言ったかといったら、「いや、彼女はすごく話す
のが苦手で、本当に議論ができないのです。声も
すごく小さくて。でも、彼女はすごく成績、学年
でベスト 5 に入っていますので、いい大学へ行き
ますよ」、「いや、こんな子、大学へ来ても大変で
すよ」と、こんなふうに言いました。

だけど、そこで終わってしまう人と、それで
も、相手にきちんと声が聞こえればいいのです。
考えていることの内容がきちんと伝わるという感
じで言えたら、みんなは内容を聞きますので、結
構議論になるのですよね。前に出てきても、すご
くみんなが感動するような、おおっというような
パフォーマンスにはまずなりません。なりません
けれども、やはりきちんと作業したこと、考えた
ことをみんなが聞こえる範囲でいいから言ってい
く、面白くなくてもいいから言っていく。これが
できたら、仕事、研究が将来ものになっていく、
こういうものもたくさん見ています。

だから、能力を高められなくても、いくらシャ
イでも、スキル化していく。パワーポイントで
いったら、みんなが感動するようなパフォーマン
スが入ったパワーポイントをつくる、これは能力
になってきますけれども、でも、いいではないで
すか。パワーポイントはこういうふうにつくっ
て、こういうふうに使って、報告して、発表いく
ものだと、これが技術です。技術化程度は育てた
い。

これがあったら、いくらおとなしくても、いく
ら面白くなくても、面白いほうが絶対にいいのだ
けれども、でも、やっていけます。だから、ここ
を先生が一つ一つの小さな場面をきちんと拾って
いかれるか。

これを最後にしますけれども、だいたい負け戦
になると思います。なかなかそんなに生徒はいい
子ではありませんし、言って、むっとされる、大
学だったら、教室から消えて行くということもあ
ります。

だけれども、私は、ここがやはりポイントだと

思います。それでも、目を向けていくというか、
言っていく、傷付かないように言っていける教師
の、教師たる最後の作業かなと思っています。

時間も過ぎて申し訳ありませんでしたけれども、
また質問で少し時間がありますから、何か聞いて
くだされば、お答えしたいと思います。どうもご
清聴ありがとうございました。
（講演終了）
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